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Ｉ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

 

１ 森林整備の現状と課題 

  本村は、山形県の北部に位置し、東西 18㎞南北約 23㎞の出羽丘陵にあって総面積 261.31K㎡の

山間農村地帯である。 

 総面積の大半を占める森林の大部分は起伏が激しく谷間状の地形をなしており急峻で国土の保

全、災害防止、水源のかん養等、公益的機能と木材生産、生活基盤の向上に大きく寄与している。 

 本村の森林面積は 22,216haで、総面積の約 85％を占めており、その内訳は国有林

18,053ha(81％)民有林 4,163ha(19％)であるが、民有林の人工林率は 66％と県平均の 41％を大きく

上回っている。今後これらの森林の有する多目的機能の高度発揮と地域森林の育成・整備を造林か

ら保育、伐採まで計画的、組織的に実施し複層林や育成天然林等の高度利用を含め森林資源の質的

向上に重点をおいて総合的な森林の整備を推進していく。 

森林資源の整備に必要な林道の整備状況は 3路線 15,112ｍで、林道密度は 3.6m/haとなっており

県平均の 5.9m/haと比べて低い水準にある。 

このような中で、事業は森林造成事業が主となっているものの、本村は零細森林所有者が殆どで

あり林業に関する関心も低く、個人造林は減少している状況にある。 

このため、森林造成事業は委託による林業公社等の機関造林及び保育が、大きな割合を占めてい

る。 

今後、計画的かつ一体的に間伐・保育等の森林整備を積極的に進めるために、地域の主体となる

担い手の育成や、林家の経営基盤の安定を図り、森林組合等による施業協力体制の整備等、森林施

業の合理化を推進する。地域の実態に即して森林整備の目標達成に積極的に努める。 

 

２  森林整備の基本方針 

(１) 地域の目指すべき森林資源の姿 

本村の総面積の 85％が森林であり、森林の持つ多面的機能の高度発揮に対する村民の期待は極め

て大きい。今後とも安定した森林状態が維持されるよう適切に維持管理を進める必要があることか

ら、育成過程による人工林の保育・間伐を計画的に推進する。森林面積の 81％を占めている国有林

野については、本村の産業及び住民生活の安定にとって極めて重要な地位を占めているため、森林

管理署との十分な調整のもとに、その高度利用を図りたい。 

また、森林の整備及び保全に当たっては、山村における過疎化や高齢化の進行を踏まえ、林地生

産力の高低や傾斜の緩急といった自然条件のほか、車道や集落からの距離等といった社会的条件を

勘案しつつ効率的かつ効果的に行うとともに、森林の有する多面的機能注を高度に発揮させるた

め、森林の生物多様性の保全及び地球温暖化防止に果たす役割並びに集中豪雨の増加等の自然環境

の変化も考慮しつつ、適正な森林施業の面的な実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維

持増進を図ることとする。 

また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉発生源対策を加速化するとともに、流域治

水とも連携した国土強靭化対策を推進する。 

最上川両岸における風景林等天然樹林は優れた自然景観をもち、最上川県立自然公園の指定も受
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けており、「最上川舟下り」に訪れる観光客の目を、四季を通じて楽しませている。これらの天然

樹林は最上峡における国土保全という役割を担うと同時に重要な観光資源であることから、自然的

また社会的条件に応じて必要な森林整備を推進する。 

一方、教育的利用については、子供達(中学校)自身が木を植え育てるという体験を通して、自然

との触れあい及び森林・林業の大切さを理解させる等の目的により、昭和 59年度から「とざわむ

ら 2050年の森」(教育の森)を実施してきたが、平成 16年度を最終の造林とし、今後は保育を中心

にどのように造林地を活用していくのか模索していく。 

注：森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、

林産物の供給等の多面にわたる機能のことを「森林の有する多面的機能」と表現し、このうち、林

産物の供給に関する機能以外の機能を「森林の有する公面的機能」と表現する。 

 

(２) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

本村の森林は地形が急峻で地すべり地帯が多く極めて不安定な地形となっており、かつ、特別豪

雪地域であることから、森林のもつ国土保全、水源のかん養機能維持増進に対する期待は極めて大

きいものがある。このため、自然環境の保全を図りつつ崩壊地の復旧、荒廃危険地の予防等をより

一層推進するとともに、本計画区内の森林の内容並びに森林に関する自然的条件及び社会的要請を

総合的に勘案の上、森林整備を推進し、望ましい森林資源の姿に誘導するよう努める。 

また、森林の重視すべき機能について下記の５区分に分類する。 

 

 ①「水源かん養機能」 

    下層植生とともに樹木の根の発達や落葉等により、水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能

力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されてい 

る森林。 

 樹根及び表土の保全に留意し、林木の旺盛な成長を促しつつ、下層植生の発達を確保するた

め、適切な保育・間伐等を促進するとともに、高齢級や複層状態の森林への誘導や伐採に伴う

裸地面積の縮小及び分散を図ることを基本とする。 

 また、複層状態の森林へ誘導する際は、天然力を活用した施業を推進する。 

 

②「山地災害防止／土壌保全機能」 

  下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が差し込み、下層植生とともに樹木の根

が深く広く発達し土壌の保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施

設が整備されている森林。 

  山地災害の発生の危険性が高い地域では、重視すべき機能が発揮されるよう保安林の指定及

び、その適切な管理を推進し、併せて、渓岸の浸食や山地の崩壊を防止する必要がある場合に

は、谷止めや土留等の設置を推進する。 

 

③「快適環境形成機能」 

  大気の浄化、騒音や風を防ぐなど良好な生活環境を保全するために、樹高が高く枝葉が多く
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茂っているなど遮へい能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林及び汚染物質の吸着能力

が高く、かつ、抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構成されている森林。 

  生活環境の保全及び形成のため遮へい性を確保する観点から、特に人家、集落付近等に所在

し、防風・雪害等気象の緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林の構成を維持し、それら

森林に求める機能の在り方に応じ、保護及び適切な保育・間伐等や広葉樹の導入を図る施業を

推進する。 

 

④「保健・レクリエーション／文化／生物多様性保全機能」 

 原生的な自然環境を構成し、貴重な動植物の生息、生育に適している森林、街並み、史跡、

名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林又は身近な自然や

自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの

場を提供している森林であって、必要に応じて保健・文化・教育的活動に適した施設が整備さ

れている森林。 

保健休養のための利用や景観・風致の構成の確保、希少動植物の保全の観点から、特に優れ

た自然美を構成する森林、保健・文化・教育的利用の場として、特に利用されている森林、希

少な動植物の保護のために必要な森林の構成を維持し、それら森林に求める機能の在り方に応

じ、保護及び適切な保育・間伐等や広葉樹の導入を図る施業を推進する。 

  

 ⑤「木材等生産機能」 

   林木の生育に適した森林土壌を有し、適正な密度を保ち、形質の良好な林木から成る成長量

が高く二酸化炭素の固定能力が高い森林であって、林道等の生産基盤が適切に整備されている

森林。 

 森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の材木を生育させるための適切な造

林、間伐等の保育を推進する。また、主伐後は植栽による更新を行うことを原則とし、施業の

集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進する。 

 加えて、育成林を天然生林に転換することを目的として皆伐する場合は、後継樹が確実に確

保できる場合にのみ行うことを原則とする。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

森林施業の合理化については、適正な森林施業の実施を図るため、集落毎の林業座談会や先

進地視察等を行い知識と施業技術の向上に努める。また、民有林と国有林の緊密な関係を図る

とともに、県、村、森林組合、森林所有者の連携を図り、森林施業の共同化、林業の担い手育

成、林業機械化を推進し木材生産・流通及び加工における条件整備を計画的かつ総合的に推進

する。 
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Ⅱ 森林整備の方法に関する事項 

 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標、制限林の伐採規制等に用いられ

るものであり、地域の標準的な立地条件にある森林の平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林

の有する公益的機能、平均伐採齢及び森林の構成を勘案して、標準伐期齢を次表のとおりとする。  

また、特定苗木等が調達可能な地域では、その特性に対応した標準伐期齢の設定を検討するよう

努めることとする。 

【表１】 

地  区 

樹        種 

ス ギ マツ類 カラマツ その他針 
広 葉 樹 

用 材 その他 

全地区 60 55 40 55 75 30 

※ なお、標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるも

のであるが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではない。 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

 地域森林計画に定める立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針に基づき、森林の有する

多面的な機能の維持増進を図ることを基本とし、気象、地形、地質、土壌その他の自然条件のほか

車道や集落からの距離等といった社会的条件、地域における既往の施業体系、樹種の特性、木材の

需要動向、森林の構成等を勘案して定めることとする。 

また、伐採跡地が連続することがないよう、隣接する伐採跡地間は主林木又は周辺森林の成木の

樹高程度の間隔をあけることや、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として

選定することを標準とするほか、立木の伐採・搬出に当たっては、「山形県森林作業道作設指針」

により、作設に伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、伐採後の植栽や適切

な管理による天然更新の確保、保護樹林帯の設置による生物多様性の保全等を考慮した方法とす

る。さらに、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を促進する。なお、伐採方法別

の留意点については、次に掲げるところによる。 

【皆伐】 

皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとする。 

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、伐

採跡地が連続することがないよう特に留意しつつ、適切な伐採区域の形状、一箇所あたりの伐採面

積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむね

20haごとに保残帯を設け適確な更新を図ることとする。 
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【択伐】 

択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であっ

て、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体でおおむね均等な伐採率で行い、かつ、

材積に係る伐採率が 30％以下（伐採後の造林が人工造林による場合にあっては 40％以下）で

あるものとする。択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林

分構造となるよう、適切な伐採率により一定の立木材積を維持する。 

 

（１）現況が育成単層林施業の場合 

   林地生産力が比較的高く、かつ、傾斜が緩やかな場所で木材等生産機能の発揮を期待する森

林については、資源の充実を図るため、短伐期や長伐期など多様な伐期による伐採と植栽での

確実な更新を図ることとする。また、水源かん養機能又は山地災害防止機能/土壌保全機能の

発揮を同時に期待する森林については、伐採に伴う裸地化による影響を軽減するため、皆伐面

積の縮小・分散の配慮や間伐の繰返しによる伐期の長期化、植栽により確実な更新を図ること

とする。 

   また、急傾斜の森林又は林地生産力の低い森林については、育成複層林に誘導することと

し、この場合、水源かん養等の公益的機能と木材等生産機能の発揮を同時に期待する森林で

は、自然条件等に応じ、帯状又は群状の伐採と植栽による確実な更新を図ることとする。林地

生産力が低く水源かん養等の公益的機能の発揮のため継続的な育成管理が必要なその他の森林

は、自然条件等に応じて択伐や帯状又は群状の伐採と広葉樹の導入等により針広混交林に誘導

を図ることとする。 

   なお、上記の考え方によらず、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能

の発揮を期待する森林では、景観の創出等の観点から、間伐等の繰返しにより長期にわたって

育成単層林を維持するか、又は自然条件等に応じ広葉樹の導入等により針広混交林の育成複層

林に誘導することとする。 

   また、希少な生物が生息・生育する森林など属地的に生物多様性保全機能の発揮が求められ

る森林においては、天然力を活用した更新を促し、針広混交の育成複層林又は天然生林への誘

導を図ることとする。 

   さらに、林地の保全、集落や主要幹線道路沿いによる雪崩や落石等の防止、寒風害等の各種

被害の防止及び風致の維持等のため必要がある場合には、所要の保護樹林帯を設置することと

する。また、天然力の活用により下種更新やぼう芽更新を行う場合は、次のことによることと

する。 

①  天然下種更新を行う場合は、更新を確保するため伐区の形状、種子の結実状況、母

樹の保存等について配慮することとする。 

②  ぼう芽更新を行う場合には、林齢が高くなるほどぼう芽力が低下することから、伐

期は30年程度とし、優良なぼう芽を発生させるため11月から4月の間に伐採することと

する。 

 

（２）現況が育成複層林施業の場合 
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   公益的機能の発揮のため引き続き育成複層林として維持することを基本とするが、希少な生

物が生息・生育する森林など属地的に生物多様性保全機能の発揮が求められる森林において

は、必要に応じて、天然力の活用により、天然生林への誘導を図ることとする。 

   なお、所要の保護樹林帯の設置や天然力の活用により下種更新やぼう芽更新を行う場合は、

（１）に準じることとする。 

 

（３）現況が天然生林の場合 

    下層植生等の状況から公益的機能発揮の状況から公益的機能発揮のために継続的な維持・

管理が必要な森林や、スギ人工林等の針葉樹単層林に介在し、継続的な資源利用が見込まれ

る広葉樹等の森林については、更新補助作業等により育成複層林に誘導することとする。 

    なお、所要の保護樹林帯の設置や天然力の活用により下種更新やぼう芽更新を行う場合

は、（１）に準じることとする。     

    その他の森林は、天然生林として維持する。特に、原生的な森林生態系や希少な生物が生

育・生息する森林等については、自然の推移に委ねることを基本として、必要に応じて植生

の復元を図ることとする。 

 

（４）その他必要事項 

    木材等生産機能森林における伐採量は、森林の有する公益的機能の維持増進を図りながら

継続的・安定的に木材等を生産するために、伐採しようとするある一定の区域内の成長量程

度にとどめることとする。 

    また、水源かん養等の公益的機能を維持増進する必要のある森林については、市町村森林

整備計画において定められる伐採方法によることとする。 

    なお、上記に関係なく、保安林及び保安施設地区内の森林については、保全対象又は受益

対象を同じくする森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うこととする。保安林及び

保安施設地区内の森林については、保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の目

的の達成に必要な施業を行うとともに森林生産力の維持増進が図られる施業方法によるもの

とする。 

 

３ その他必要な事項 

該当なし 
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第２ 造林に関する事項 

 

１ 人工造林に関する事項 

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必

要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来に

わたり育成単層林として維持する森林において行うこととする。 

 

（１）人工造林の対象樹種 

   人工造林の対象樹種は次表のとおりとする。 

【造林対象樹種】 

区分 樹種名 備考 

人工造林の対象樹種 

（針葉樹）スギ・カラマツ・アカマツ 

村内全域 （広葉樹）ケヤキ・イヌエンジュ・キハダ・ 

コナラ・ミズナラ・ブナ 

  ※なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県、村、森林組合等と相談の

上、適切な樹種を選択し、植栽するものとする。 

 

（２）人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

人工造林における植栽本数については、次の植栽本数を標準として、多様な施業体系や生産

目標を勘案して定めることとするが、効率的な施業実施の観点から、技術的合理性に基づき、

現地の状況に応じた柔軟な植栽本数の選択について配慮しつつ、低密度植栽の導入に努めるこ

ととする。 

   なお、スギ苗においては、コンテナ苗の活用に加え、成長に優れた系統の苗木や花粉の少な

い苗木（無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木、特定苗木をいう）の確保を図るため、その増

加に努めることとする。植栽本数は、次表に示す本数を標準として、決定するものとする。 

 また、複層林化を図る場合の下層木について、それぞれの地域において定着している複層林

施業体系がある場合はそれを踏まえつつ、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材

積による率）を乗じた本数以上を植栽する。 

さらに、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指導

員又は戸沢村産業振興課とも相談の上、適切な植栽本数を決定する。 

【表２ 人工造林の標準的な方法】 

樹種 仕立て方法 標準的な植栽本数（本／ha） 備考 

スギ 中仕立て、密仕立て 2,000～3,000本 村内全域 

  ※スギ以外の樹種については、林地の生産力、立地条件等を考慮して定めるものとする。 

 

イ その他人工造林の標準的な方法 

   人工造林は、次表に示す方法を標準として行うものとする。 
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【表３ その他人工造林の方法】 

区分 標準的な方法 

地拵え 

の方法 

地拵えの方法は、灌木類、ササ等は出来るだけ地際より伐倒又は刈り払いし、

発生した支障木等は植栽や保育作業の支障とならないように筋置き等により

整理することとし、併せて気象害や林地の保全に配慮することとする。 

植 栽 時 期 
植栽時期は、春又は秋植えとするが、極力乾燥時期を避けるなど苗木の生理          

的条件及び地域の気象条件等を考慮の上、適期に植え付けることとする。 

植え付け方法 

植え付けの方法は、十分な植穴を確保して植え込む方法で、植栽配列は正方

形状を標準とする。なお、再造林の場合は、作業効率の向上等からコンテナ

苗の活用や車両系伐出機械を活用した伐採と造林の一貫作業システムの導入

に努めることとする。 

 

（３） 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

  市町村森林整備計画で定める「伐採跡地の人工造林をすべき期間」についての指針は、森林の

有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図るため、伐採が終了した日を含

む年度の翌年度の初日から起算して、皆伐によるものについては、原則 2 年以内、択伐によるも

のについては、原則 5 年以内に更新するものとする。 

   

（４） 皆伐後の更新に関する指針 

将来にわたり育成単層林として維持する森林において皆伐する場合は、植栽による更新を行う

ことを原則とする。更新に当たっては、「山形県における皆伐・更新施業の手引き」によることと

する。 

また、育成林を天然生林に転換することを目的として皆伐する場合は、後継樹が確実に確保で

きる場合にのみ行うことを原則とする。 

 

２ 天然更新に関する事項 

  天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等森林の現況、気候、地形、土壌等の

自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより適確な更新が図られ

る森林において行うこととする。天然生林の更新は、天然下種更新及びぼう芽更新とするが、こ

れにより難い場合は、適地適木や在来樹種等を考慮して植栽することとする。 

 

（１）天然更新の対象樹種 

  天然更新の標準的な対象樹種については、次表の通りとし、マツ類等の針葉樹及びナラ類、カ

エデ類、サクラ類、ブナ、クリ、ケヤキ、ホオノキ、シナノキ、エゴノキ等の高木と成り得る広

葉樹（以下「高木性広葉樹」という。）を主体とする。適地、適木を旨とし、気候、土壌等の自

然条件に適合した樹種を選定するものとする。 

 

【表４ 天然更新の対象樹種】 
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区分 樹種名 備考 

天然更新の対象樹種 

（針葉樹）アカマツ等 

村内全域 

（広葉樹）ケヤキ・イヌエンジュ・キハダ・ 

      コナラ・ミズナラ・ブナ・ケヤ

キ・トチノキ・クリ・イタヤカ

エデ・ホオノキ・サクラ類等 

 

（２）天然更新の標準的な方法 

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として

天然力を活用することにより適確な更新が図られる森林において行うこととする。 

天然生林の更新は、天然下種更新及びぼう芽更新とするが、これにより難い場合は、適地適 

木や在来樹種等を考慮して植栽することとする。 

 

ア 天然更新すべき本数 

  「山形県における天然更新完了基準」の 6により、伐採後 5年を経過した時点で更新対象樹

種のうち樹高が 1.2m以上の稚樹、幼樹、若齢木、ぼう芽枝等の合計本数が、2,500本/ha以上

とする。ただし、ぼう芽更新については、芽かき等を実施した後の本数は 2,000 本/ha 以上と

する。 

 

イ 天然下種更新の標準的な方法 

 地表処理については、ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所にお

いて、かき起こし、枝条整理等の作業を行うこととする。 

 刈出しについては、ササなどの下種植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所につい

て行うこととする。 

 植込みについては、天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必要な本数

を植栽することとする。 

 

ウ ぼう芽更新の標準的な方法 

  ぼう芽更新では、樹種や林齢により一株から多数のぼう芽稚樹が発生する場合があるため、ぼ

う芽の発生状況等を考慮の上、必要に応じて芽かきを行うこととする。 

 

エ 天然更新の完了確認の方法 

天然更新の完了確認の方法は、伐採跡地に標準地を設定し、後継樹の樹高及び成立本数を調査

するものとし、具体的な調査方法は「山形県における天然更新完了基準」の 7に準拠する。 

 

（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

  森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、伐採が終了した日を含む翌年度の初

日から起算して 5年を経過する日までとする。ただし、上記までに天然更新すべき本数が満たな
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い場合は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 7年を経過する日までに天

然更新すべき本数を満たすよう天然更新補助作業又は植栽を行うこととする。 

 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

 （１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

  地域森林計画で定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」に基づき、

「天然更新完了基準書作成の手引きについて」（平成 24 年 3 月 30 日付け 23 林整計第   365 

号林野庁森林整備部計画課長通知）に示す設定例を基本に、その基準を定める。具体的には同通

知の（解説編）の３の３－２の４における設定例（現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高

木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲 30m 以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在

しない森林）を基本とする。 

ただし、Ⅳの１の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見込まれるもの

は除くものとする。 

（２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

  植栽によらなければ適確な更新が困難な森林については、地域森林計画で定める「植栽によら

なければ適確な更新が困難な森林に関する指針」に基づき、植栽により更新を図ることと次表の

とおりとする。 

 

森 林 の 区 域  備   考 

・ 現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る

高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方

や周囲 30m 以内に存在せず、林床にも更新

樹種が存在しない森林 

ただし、広葉樹林帯と接している林分等、林地

や周囲の状況から天然更新が見込まれるものに

ついては、この限りではない。 

 

４ 森林法第 10条の 9第 4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準 

 森林法第 10条の 9第 4項の伐採の中止又は造林の命令の基準については、次のとおり定める。 

 

（１） 造林の対象樹種 

ア 人工造林の場合 

    1の（1）による 

  イ 天然更新の場合 

    2の（1）による 

 

（２） 成立させるべき立木の本数 

Ⅱの第 2の 2の（2）のとおりとする 

 

５ その他必要な事項 

 該当なし 
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第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

 間伐は材木の健全な育成を促進し、その質的向上と木材の利用価値向上及び森林の健全性の維持

を図るために行うものとし、実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法については、次の指

針に沿って、地域の特性などを考慮して定めることとする。 

 なお、実施に当たっては、画一的に行うことなく、植栽木の生育状況現地の状況、立地条件を考慮

し実施するものとする。 

 

【表５ 間伐実施時期及び方法の目安】 

樹種 

植栽 

本数 

（本／

ha） 

施業体系 

間伐を実施すべき標準的な時期（年）と 

本数間伐率 
標準的な方法 

初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 

スギ 

2,500 

育成単層林施業 

（少雪地帯） 

生産目標： 

中・大径木 

(14) (17) 26 35 44 55# - 

生産目標、生産

力及び気象条件

等を考慮すると

ともに、林分密

度管理図、及び

林分収穫予想表

等によって、適

正な本数になる

よう実施しま

す。 

6% 7% 8% 17% 18% 15% - 

2,500 

育成単層林施業 

（多雪・豪雪地帯） 

生産目標： 

中・大径木 

 

(14) (17) 26 33 41 51# - 

6% 11% 15% 15% 20% 18% - 

3,000 

育成単層林施業 

（少雪地帯） 

生産目標： 

中・大径木 

(13) (17) 26 35 44 55# - 

11% 13% 12% 17% 18% 15% - 

3,000 

育成単層林施業 

（多雪・豪雪地帯） 

生産目標： 

中・大径木 

(13) (16) 20 26 33 41 51# 

8% 9% 14% 16% 15% 20% 18% 

※注１： この表は山形県スギ林分収穫予想表の内陸地域、地位 3 による。 

※注２： ＃は標準伐期齢を超える生産目標の施業を実施する場合の間伐時期である。 

※注３： （ ）書きは除伐または、間伐で生育状況により実施するものとする。 

※注４： 少雪地帯は最深積雪深年平均値 100cm 未満の地帯、多雪・豪雪地帯は 100～400cm 未満の地帯。 

 

２ 保育の種類別の標準的な方法 

 保育は、森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、下表に示す内容を標準として、

当該森林の植生状況、立木の成長度合い等を勘案し、適切に実施するものとする。 

 

  ア  保育の種類は、原則として下刈り、つる切り、除伐及び鳥獣害防止対策等とし、必要に応

じてその他の保育について定めるものとする。 
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  イ  保育の標準的な方法は、森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図ることを旨とし、

既往の保育の方法等を勘案して、時期、回数、作業方法、その他必要な事項について下記の

ように定めるものとする。この場合、必要に応じて主要な樹種別及び仕立ての方法は別に

定める。 

 

【表６ 保育の作業種別の標準的な方法】 

保育の 

種類 

樹

種 

実施すべき標準的な林齢及び回数 

標準的な方法 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 

～ 

19 

20 

～ 

30 

雪

起

し 

多雪 

豪雪 

ス

ギ 

  △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △  下記①参照 

下刈り ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ △ △    下記②参照 

除伐             △  下記③参照 

枝打ち             △ △ 下記④参照 

つる切り             △  下記⑤参照 

根ぶみ  △              

林地肥培  △ △ △         △ △ 下記⑥参照 

鳥獣害防止対策 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 下記⑦参照 

※注１. ◎は年２回、○は年１回、△は必要に応じて行う。 

※注２. 多雪・豪雪地帯は 100～400 ㎝未満の地帯。 

※注３. 保育作業は必要がない場合は、基準内であっても作業を打ち切り、必要な場合は基準を超えても作業を継続する。 

① 雪起し 

   幹の通直性を高めるとともに、林分の健全性と成林率の向上のため、消雪後直ちに行うこと

とする。 

 

② 下刈り 

植栽樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、植栽樹種の健全な育成を図るために、局地的

気象条件、植生の繁茂状況に応じた適切な時期に、適切な作業方法により行うこととする。また、

実施時期については、植栽樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断するなど、作業の

省力化・効率化に努めることとする。 

   

③  除伐 

  樹冠がうっ閉する前の森林において、植栽樹種の成長を阻害する侵入木（不用木）や、形質不良な造林

木（不良木）を除去し、植栽樹種の健全な成長を図るため、森林の林況に応じて適時適切に行うこととす

る。この場合、急激な環境変化が生じないように配慮するため、植栽樹種外であっても、その生育状況や

公益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案し、有用なものは保存し育成することとする。 
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④ 枝打ち 

  病虫害発生の予防や、材の完満度を高め優良材を得るため、樹木の成長休止期（最適期は晩冬

から成長開始直前の早春）にかけて行うこととする。 

 

⑤ つる切り 

  植栽樹種に巻き付いたつるを切除し、植栽樹種の健全な成長を図るため、つる類の繁茂状況に

応じて下刈りや除伐と併せて行うことを基本とする。 

 

⑥ 林地肥培 

  施肥効果が確実な立地条件を具備する林地及び土壌の改良を必要とする林地を主体に行う。特

に、生産力の低い地位Ⅲ等地では、初期成長の促進、保育作業効果の増大を目的として幼齢林施

肥を行う。また成林後の幹の形質向上を目的として、必要に応じて枝打ち、間伐後に施肥を行う。 

 

⑦ 鳥獣害防止対策 

  野生鳥獣による樹木等への被害が見込まれる森林において、植栽樹種の成長を阻害する野生鳥

獣を防除するため、施業と一体的に行う防護柵等の鳥獣害防止施設等の整備や捕獲等を行うこと

とする。 

 

３ その他必要な事項 

育成複層林施業にあっては、下層木の成長が確保できる林内照度を保つため、適時公益的機能

の維持に配慮しながら間伐を実施することとする。また、資源の循環利用林にあっても林木の過

密化による林内相対照度の低下を防止するため、公益的機能の維持を考慮しながら適時間伐を実

施することとする。 

 

 ア 木材等生産機能維持増進森林において推進すべき造林に関する事項  

木材等生産機能維持増進森林においては、持続的・安定的な木材等の生産を図るため、自然条件

や経営目的に応じて、多様な木材需要に応じた樹種及び径級に対応できるよう、適切な造林を推

進し、森林の健全性を確保することとする。 

 

イ 育成複層林施業における除伐及び間伐については、適正な林分構造が維持されるよう適時、

適切に行うこととする。特に間伐については、下層木の成長が確保できる林内照度を保つた

め、適時公益的機能の維持に配慮しながら実施することとする。また、長伐期施業にあっても

林木の過密化による林内相対照度の低下防止のため、公益的機能の維持を考慮しながら適時間

伐を実施することとする。 

  

ウ 搬出間伐については、列状間伐施業や施業団地の集約化を図りながら路網整備と効率的な高

性能林業機械を組み合せた低コスト作業システムの導入に努めることとする。 
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第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における施業の方法 

森林の有する公益的機能に応じ、当該機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

の区域及び当該区域内における施業の方法について、地域森林計画で定める公益的機能別施業森

林等の整備に関する事項を踏まえ、保安林など法令に基づき森林施業に制限を受ける森林の所在、

森林の自然条件及び社会的条件、「森林の機能別調査実施要領の制定について」（昭和 52 年 1 月

18 日付け 51 林野計第 532 号林野庁長官通知）に基づく森林の機能の評価区分、森林の有する機

能に対する地域の要請、既往の森林施業体系、経営管理権及び経営管理実施権の設定見込み等を

勘案し、次の(1)及び(2)について記載する。 

（１）水源のかん養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

  ア 区域の設定 

  水源かん養保安林や干害防備保安林、山形県水資源保全条例に定める水資源保全地域等

の水源かん養機能に関する法令により指定されている区域や、ダム集水区域や主要な河川

の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水池、渓流等の

周辺に存する森林、水源かん養機能の評価区分が高い森林など、水源のかん養の機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林について定めるものとする。区域を別表 1

のとおり定める。 

  イ 森林施業の方法 

  施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡

大、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。 

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を

促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進するとともに、伐採に伴って発生

する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。また、自然条件や県民のニーズ等に

応じ、奥地水源林等の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業

を推進する。 

当該森林の伐期齢の下限について、樹種及び地域ごとに標準伐期齢に 10 年を加えた林齢

を定めるものとし、その森林の区域については別表２により定めるものとします。 

 

【森林の伐期齢の下限】 

区域 

樹種 

スギ マツ カラマツ その他針 広葉樹 

用材 その他 

全村 70年 65年 50年 65年 85年 40年 

 

（２） 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は、保健文化の

維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源かん養機能維持増進森林以外の森

林 
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 ア 区域の設定 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化

機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源かん養機能維持増進森

林以外の森林について定めるものとする。次の①～④に掲げる森林の区域を別表 1 に定め

るものとする。 

 

①  土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業の推

進すべき森林 

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林や、砂防

指定地周辺等の山地災害防止機能や土壌保全機能の維持に関する法令により指定されてい

る区域や、集落等の保全対象がある森林、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人

命・人家等施設への被害の恐れのある森林、山地災害防止機能／土壌保全機能が高い森林等 

    具体的には、傾斜が急な箇所、傾斜に著しい変移点のある箇所、山腹の凹曲部等地表流下

水及び地中水の集中流下する地形を含む土地に存する森林、基岩の風化が異常に進んだ箇

所、基岩の節理又は片理が著しく進んだ箇所、破砕帯又は断層線上にある箇所、流れ盤等の

地質を含む土地に存する森林、表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い火山灰地帯等、土層

内に異常な滞水層がある箇所、石礫（れき）地、表土が薄く乾性な土壌等の土壌を含む土地

に存する森林等について定めるものとする。 

 

②  快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、防水保安林、防雪保安林、防霧保安林、防火保安林や

国民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害

を防止する効果が高い森林、集落や農地の周縁部、生活環境保全機能の評価区分の高い森林

等 

具体的には、都市近郊林等に所在する森林であって郷土樹種を中心とした安定した林相

をなしている森林、市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林、気象緩和、

騒音防止等の機能を発揮している森林について定めるものとする。 

    

③  保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

保健保安林、風致保安林、都市緑地法に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区、都

市計画法に規定する風致地区、文化財保護法に規定する史跡名勝天然記念物に係る森林、キ

ャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林等の国民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡

等と一体となり優れた自然景観等を形成する森林、特に生物多様性の保全が求められる森

林、自然公園・登山道の周辺、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全機能が高い

森林等 

具体的には、湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた自然美を構成する森林、紅

葉等の優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの、ハイキング、

キャンプ等の保健.文化•教育的利用の場として特に利用されている森林、希少な生物の保護
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のため必要な森林等について定めるものとする。 

   ④ その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

   上記（１）のア及び①から③に揚げるもののほか、必要に応じ、その森林の有する公益的

機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林等 

 

イ 森林施業の方法 

  アの①から④までに掲げる森林の区域のうち、公益的機能の維持増進を図るための森林施

業の方法を別表 2に定めるものとする。 

森林施業の方法として、アの①に掲げる森林においては、地形・地質当の条件を考慮した上

で伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業を、

アの②に掲げる森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成

の維持を図るための施業を、アの③に掲げる森林においては、憩いと学びの場を提供する観点

からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・形成に配慮した施業を、特に地域独自の景

観等が求められる森林において風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉

樹（以下「特定広葉樹」という。）を育成する森林施業を行うことが必要な場合には、当該森

林施業を、アの④に掲げる森林においては、当該森林において維持増進を図るべき公益的機能

に応じた施業を、それぞれ推進する。 

また、アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林

として定めることとしつつ、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることが

できないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進すべき森林として定める。 

ただし、適切な伐区の形状•配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保がで

きる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものとし、主伐を行う伐期齢の下限に

ついて、樹種別、地域別に標準伐期齢のおおむね 2倍以上の林齢を記載するとともに、伐採に

伴って発生する裸地の縮小及び分散を図る。 

 

 【長伐期施業を推進すべき森林の下限】 

区域 

樹種 

スギ マツ カラマツ その他針 広葉樹 

用材 その他 

全村 120年 110年 80年 110年 150年 60年 

 

 

 

 

２ 木材等生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域におけ

る森林施業の方法 

（１）区域の設定 

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況や経営管理実施権の設定見込み等から効率的な施
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業が可能な森林、木材等生産機能が高い森林で、自然条件等から一体として森林施業を行うこと

が適当と認められる森林など木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

を別表 1により定める。 

また、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域のうち、林地

生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や集落からの距離が近い森林等を「特に効率的な施

業が可能な森林」（※以下 特効区）として定める。この際、人工林を中心とした林分であるなど

周囲の森林の状況を踏まえるとともに、災害が発生するおそれのある森林は対象外とする。特効

区設定については、以下の要件に基づいて設定する。 

さらに、区域内において１の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がないよ

うに定めるとともに、なお、設定区域の範囲については、別添添付する森林整備計画概要図に記載

のとおりとする。 

なお、現地精査の結果から施業区域が特効区の条件を満たさない可能性がある場合は、施業実

施前に林業普及指導員または戸沢村産業振興課へ相談のうえ、適切な施業方法等について決定し、

森林経営計画や伐採造林届出等の各事業実施計画へ反映させることとする。 

・戸沢村における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」の選定条件 

①  普通林 

②  人工林 

③  樹種：スギ 

④  傾斜角：25°未満 

⑤  地位級：5以下 

⑥  林道からの距離 150ｍ以下 

⑦  積雪深：2.5ｍ以下 

  

※条件の抽出に当たっては、県から提供のあった森林情報及び地形情報に係るメッシュデータ

（森林簿、国土地理院所管の地形データ）を活用 

  

（２）森林施業の方法 

  施業の方法として、木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応

じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育、間伐等を推進するこ

とを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。

なお、将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による更新を行うことを

原則とする。また、特に効率的な施業が可能な森林における人工林の伐採後は、植栽による更新

を行うことを原則とする。 
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【別表１ 公益的機能別施業森林の区域】 

区分 森林の区域（林班及び小班） 面積

（ha） 

水源のかん養の機能の維持

増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 

【元公団】 

４２ロ（9-1,9-6,10-1 を除く）４３イ（18-9,18-11,24-5,26-1,76-1 を除く）４７イ 

【水源かん養機能森林・ため池・簡易水道周辺】 

２２イロ  ３９イ  ４１イ  ６３ロ   

【保安林(水源涵養)】 

３２イ  ４８イ  ４９イ（119-1~2,126-1 を除く）  ５３イ 

646.59 

土地に関す

る災害の防

止、土壌の

保全の機

能、快適な

環境の形成

の機能又は

保健文化機

能の維持増

進を図るた

めの森林施

業を推進す

べき森林 

土地に関する

災害の防止、

土壌の保全の

機能の維持増

進を図るため

の森林施業を

推進すべき森

林 

【公社造林】388.43ha 

２ロ 

(12-24,13-20~21,13-24,13-34,13-37~38,13-41~42,13-45) 

３イ 

(3-7,3-11~13,6-3~5,6-9~13,6-15~16,6-18~23,6-25,6-27~33,6-35) 

３ロ 

(1-1,1-4~5,2-1,3-3,4-1~2,4-4,5-1~2,5-4~5,5-8,6-2,7-1,7-2~3) 

６イ                                    ６ロ 

(1-4~5,2-5,3-2~3,3-5,4-1,4-3,4-7,4-9,4-11~12)   (7-1) 

10 イ                  １１ロ 

(7-13,10-15,10-17,11-4)     (1-1~2,2-8,2-10,4-1,4-3,4-5~6,5-3) 

２０ロ 

(13-4,14-1,18-2~4,19-1~2,23-1~2) 

２１ハ 

(8-2,9-1,13-1,13-3,15-1,16-2,16-4~5,16-7,17-1,18-4~5,18-7,18-9~10,18-12~19,18-

21,19-1,20-2~4,20-6,20-12) 

２５イ               ２６ハ ２７ニ 

(5-2,6-1~2,7-1~2,8-1,9-1)    (8-2)    (10-1,11-1,13-1,14-1,15-1,16-1,25-1,53-1) 

２７ホ                         ２８イ 

(1-1,6-3,13-1~2,14-1~2,19-1~2,20-1)     (10-1~2,11-1,12-1) 

３０ロ               ４０イ        ４２ロ 

(20-1,20-3,22-2,24-2)     (9-1,10-3,12-1~2,13-1)     (9-1,9-6,10-1) 

４３イ         ４４イ 

(18-9,18-11,24-5,26-1,76-1)  (6-1^2) 

４４ロ 

(1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,8-1~2,9-1,10-1,11-1,12-1,13-1,14-1,15-1~2,16-1,17-1,18-1,19-

1,20-1~2,21-1,22-1~2,23-1~2,23-4,23-6,24-1,28-2~3,28-5,28-8~11,28-13~17,28-

21~22,28-24,29-1,31-1,32-1,43-1,44-1,45-1,46-1,47-1,48-1,49-1,50-1,51-1~3, 

52-1~2,53-1~2,54-1,55-1~2,56-1,57-1,59-1,60-1~2,61-1~2,62-1,63-1~3,64-1~3,65-

計 524.38 
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1~2,66-1~2,67-1~2,68-1,69-1,70-1~2,71-2~4,72-1~2,73-1~5,74-1,75-1~2,76-1,76-3,77-

1~3,78-1~3,79-1~3,80-1,81-1,82-1,83-1,84-1~2,85-1,86-1,87-1,88-2,89-1,91-1~2,92-

1,93-1~2,94-1~3,95-1~2,96-1~2,97-1~2,98-1~2,99-1~2,100-1~2,101-1,102-1,103-

1~2,104-1,105-1~2,106-1,107-1~3,108-1~2,109-1~4,110-1,111-1~2,112-1~2,113-1,114-

1~2,115-2,116-1~2,117-1,118-1~3,119-1~3,120-1,121-1~3,122-1~4,123-1,124-2,125-

1~3,127-1,128-1,129-1,130-1~2,131-1~2,132-1~3,133-1~2,134-1~2,135-2~3,136-1,137-

1~2,138-1,139-1,140-1,141-1~2,142-1,142-3~5,143-1,144-1~2,145-1~2,146-1~4,147-

1,148-1~3,149-1,150-1~2,151-1~2,152-1,153-1~2,154-1,155-1,156-1,157-1~2,158-

1,159-1~2,161-1~4,162-1,163-1~2,165-1,166-1,166-3,167-1,168-1,168-3~4,169-

1~2,170-1~3,171-1~5,172-1~2,173-1~2,173-4,174-1,175-1,176-1~2,178-1~2,179-1,181-

1~2,182-1,183-1,184-1,185-1,186-1,188-1,189-1,190-1,191-1,192-1,192-2,193-1,194-

1,194-3~4,195-1,196-1,197-1,198-1,199-1,200-1~2,201-1~2,202-1~3,203-1,204-1,205-

2,205-3,206-1~2,207-1,208-1,209-1,210-1,211-1,212-2,213-1,215-1,217-1~2,218-

1,219-2,220-1,221-1,222-1,223-1~2,224-1) 

４５イ       ４５ロ               ４９イ  

(257-3)     (6-1~2,8-1~2,8-4)       (119-1~2,126-1) 

５２イ 

(1-1,2-1,4-4~5,10-5,15-1,16-2~3,19-3,19-7,22-1,24-1,26-1,30-5,31-1~2,32-1~2,39-

2,40-1~2,40-4) 

５２ハ                    ５６イ                    ５７イ 

(2-5~9,5-1~2,7-1,8-2)     (61-1,67-3,68-1,68-3,69-2,90-3,91-1)  (1-1,2-1) 

５７ハ                                                   ５８イ 

(1-1,6-1,8-1,9-1,11-3,17-1,18-1,22-2,24-1,25-2,28-2,31-1,32-2,33-2)     (3-1,4-1) 

５８ロ 

(2-1~2,2-4~6,3-1,3-5~8,3-10,3-12,3-15~16,4-1,5-4~5) 

６０イ 

(88-1,89-3,89-6,90-1,91-1,103-1~2,104-1,104-3~4,105-1,106-1,124-1~2,125-1~3, 

151-4~8,151-10,151-11,165-2,166-1~2,166-5~7,166-9~10,167-3,176-2,178-1,179-1) 

６０ロ 

(1-2,2-1~2,3-1~2,4-1,5-1,6-2,7-1,8-1,9-1,10-1,11-1,12-1,13-1,14-1~2,15-1,16-1, 

17-1,18-1,19-1~2,20-1,20-3,21-1,22-1,22-3,23-1~2,24-2,25-1~3,26-2,27-1,28-2,29-

1,30-1~2,31-1,32-1,33-1,34-1,35-1,36-1,37-1~2,38-1,39-1,40-1,41-1,42-2,43-1,44-

1,45-1,47-1,48-2,50-2,51-2,52-2,53-1,54-1,55-1,56-1,57-2~3,58-1~2,60-1,61-1,63-

1~2,64-1,65-1~2,66-1~2,67-1,68-1~2,69-1,70-1,71-1,72-1,73-1,74-1~2,75-1,76-3,77-

3,78-1,79-1,80-1~2,81-1~2,82-1~2,83-1~2,84-1~2,85-1~2,86-1~2,87-1,88-1,91-1,93-

2,94-1,95-1,96-1,97-1,98-1,99-1,100-1,101-1,102-1,103-1,104-1,105-1~2,106-1,107-

1,108-1,109-1~2,110-1,111-1,112-1,113-1,114-1,115-1,116-1,117-1,118-1,119-1,120-

1~2,121-1~2,122-1,123-1,124-1,125-1,126-1,127-1,128-1,129-1,130-2,131-2,132-1, 
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133-1,134-1,135-2,136-1,137-1,138-1,139-1,140-1,141-1,142-1~2,143-1~2,144-1) 

６２イ 

(4-1,4-5,6-2,7-3,7-6,7-8~10,11-1,17-2) 

６２ロ 

(21-1,22-1,23-1~2,57-2,59-2,59-4,60-1~2,62-1,63-1,64-1,65-1,115-1,116-1,117-1) 

６３ロ 

(364-4,404-4,405-1,406-2,414-1) 

６５イ 

(58-1,58-3,58-6,58-9~10,59-1,69-2,71-1,74-1) 

【保安林(土流･土崩･干害･なだれ･落石)】135.95ha 

１イ 

(4-1~3,19-1,22-2) 

４イ                                        ６ロ          ７イ 

(2-1,2-3~8,3-1,4-1~2,5-1,6-1~5,8-1~7,9-1~3,12-1~5)     (1-4,21-1,)      (24-4)   

７ロ 

(1-4~10,3-1~2,4-1,5-1,7-1~5,8-1,9-1~2,10-1,11-3,11-6~8,11-1011-18~20,12-1,13-1, 

14-1,15-1,16-1,16-4,16-6) 

８イ      １０イ                             １１イ      １１ロ        

(1-4)    (1-1,2-2~3,4-1~3,5-1~8,6-1,8-1~3,8-5~6,9-1)    (2-37~38)      (2-7) 

１４イ                         １５ロ 

 (1-2,3-2,4-1~4,12-1~2,14-1~2,14-4)   (17-1,38-1,38-3~4,38-8,44-1) 

１７イ           ２７二                        ３２ロ  

 (76-1~2,77-1~2)     (16-1,23-1,24-1,25-1,27-1,28-1~2)     (12-1~14) 

３３イ                 ３３ロ      ３４イ 

(2-1,3-1~4,4-1~9,4-11)      (2-1~9)        (1-1~6,2-1~3,3-1~4,4-1) 

３４ロ 

(1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-1,10-1,11-1,13-1) 

３６ロ 

(17-1,31-1,36-1,37-1,45-1,46-1,47-1,48-1,49-1,50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,70-1,71-1, 

72-1,73-1,74-1,75-1,76-1,77-1,78-1,79-1,80-1,81-1,82-1,83-1,84-1,85-1,86-1) 

４４ロ 

(172-1~3,183-1~2,197-2,198-1,199-1~2,200-1~2,201-1~2,202-1~3,203-1~2,204-1~2, 

219-1~2,220-1,221-1,222-1) 

４５イ       

(22-1~3,176-1~2,177-1~2,184-1~2) 

５２ロ 

(7-2~3,12-1,13-1,14-1~7,15-1~2,16-1~2,17-1,18-1~2) 

５６イ                    ５７イ 
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(159-2,165-4~6,167-1~2,169-1,172-1~2,173-1,174-1~3)    (20-3) 

５７ロ           ６１ロ 

(1-2,1-5,2-2,3-1)     (24-1~6,25-2~3,37-1,112-1,113-1) 

６５イ 

(17-1,18-1~2,19-1~2,27-1,28-1,29-1~2,30-1~2,31-1~2,32-1,33-1,34-1,35-1,36-1) 

快適な環境の

形成の機能の

維持増進を図

るための推進

すべき森林 

 

該当なし 

保健文化機能

の維持増進を

図るための森

林施業を推進

すべき森林 

【県立自然公園区域】 

３５イ  ３６イ  ５０イ 

114.39 

木材の生産機能の維持増進

を図るための 

森林施業を推進すべき森林 

【経営計画対象森林】 

１イ ２イロ ３イロ ４イ ５イロ ６イロ ７イロ ８イ ９イ  

１０イ １１イロ １２イ １３イ １４イ １５イロ １７イ 

１８イロ １９イ ２０イロ ２１イロハ ２３イ ２４イ ２５イロ  

２６イロハニ ２７イロハニホ ２８イロハ ２９イロ ３０イロ  

３１イロ ３２ロハ ３３イロハ ３４イロ ３６ロ ３７イ ３８イ  

４０イ ４２イハ ４４イロ ４５イロ ４６イ ５１イ ５２イロハ  

５４イ ５５イロハ ５６イ ５７イロハ ５８イロハ ５９イ ６０

イロ ６１イロ ６２イロ ６３イ ６４イロ ６５イロ 

3603.12 

木材の生産機能の維持増進

を図るための森林施業を推

進すべき森林のうち、特に

効率的な施業が可能な森林 

【特に効率的な施業が可能な区域】 

１イ ２イロ ６イ ７イ １１イ ２６イロニ 

 

 

 

 

※森林の区域の記載については、付属資料の市町村森林整備計画概要図に

図示する。 

84.03 
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【別表２ 公益的機能別施業森林の施業方法】 

※森林の区域について（記載例：林班、小班） 

施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

伐期の延長を推進 

すべき森林 

【元公団】 

４２ロ（9-1,9-6,10-1 を除く）４３イ（18-9,18-11,24-5,26-1,76-1 を除く）４７イ 

【水源かん養機能森林・ため池・簡易水道周辺】 

２２イロ  ３９イ  ４１イ  ６３ロ   

【保安林(水源涵養)】 

３２イ  ４８イ  ４９イ（119-1~2,126-1 を除く）  ５３イ 

649.59 

長伐期施業を推進すべき

森林 

【保安林(土流･土崩･干害･なだれ･落石)】 

１イ 

(4-1~3,19-1,22-2) 

４イ                                       ６ロ          ７イ 

(2-1,2-3~8,3-1,4-1~2,5-1,6-1~5,8-1~7,9-1~3,12-1~5)    (1-4,21-1,)      (24-4)   

７ロ 

(1-4~10,3-1~2,4-1,5-1,7-1~5,8-1,9-1~2,10-1,11-3,11-6~8,11-1011-18~20,12-1,13-1, 

14-1,15-1,16-1,16-4,16-6) 

８イ      １０イ                             １１イ     １１ロ        

(1-4)    (1-1,2-2~3,4-1~3,5-1~8,6-1,8-1~3,8-5~6,9-1)    (2-37~38)     (2-7) 

１４イ                         １５ロ 

 (1-2,3-2,4-1~4,12-1~2,14-1~2,14-4)   (17-1,38-1,38-3~4,38-8,44-1) 

１７イ           ２７二                       ３２ロ  

 (76-1~2,77-1~2)     (23-1,24-1,27-1,28-1~2)    (12-1~14) 

３３イ                ３３ロ     ３４イ 

(2-1,3-1~4,4-1~9,4-11)     (2-1~9)       (1-1~6,2-1~3,3-1~4,4-1) 

３４ロ 

(1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-1,10-1,11-1,13-1) 

３６ロ 

(17-1,31-1,36-1,37-1,45-1,46-1,47-1,48-1,49-1,50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,70-1,71-1, 

72-1,73-1,74-1,75-1,76-1,77-1,78-1,79-1,80-1,81-1,82-1,83-1,84-1,85-1,86-1) 

４４ロ 

(172-3,183-2,197-2,199-2,203-2,204-2,219-1,220-1,222-1) 

４５イ 

(22-1~3,176-1~2,177-1~2,184-1~2) 

５２ロ 

(7-2~3,12-1,13-1,14-1~7,15-1~2,16-1~2,17-1,18-1~2) 

５６イ                   ５７イ 

(159-2,165-4~6,167-1~2,169-1,172-1~2,173-1,174-1~3)   (20-3) 

130.02 
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５７ロ          ６１ロ 

(1-2,1-5,2-2,3-1)    (24-1~6,25-2~3,37-1,112-1,113-1) 

６５イ 

(17-1,18-1~2,19-1~2,27-1,28-1,29-1~2,30-1~2,31-1~2,32-1,33-1,34-1,35-1,36-1) 

複層林施業を推進すべき

森林 

択伐以外の方法に

よる複層林施業 

【公社造林】 

２ロ 

(12-24,13-20~21,13-24,13-34,13-37~38,13-41~42,13-45) 

３イ 

(3-7,3-11~13,6-3~5,6-9~13,6-15~16,6-18~23,6-25,6-27~35) 

３ロ 

(1-1,1-4~5,3-3,4-1~2,4-4,5-1~2,5-4~5,5-8,6-2,7-1,7-2~3) 

６イ                                    ６ロ 

(1-4~5,2-5,3-2~3,3-5,4-1,4-3,4-7,4-9,4-11~12)   (7-1) 

１１イ                 １１ロ 

(7-13,10-15,10-17,11-4)    (1-1~2,2-8,2-10,4-1,4-3,4-5,5-3) 

２０ロ 

(13-4,14-1,18-2~4,19-1~2,23-1~2) 

２１ハ 

(8-2,9-1,13-3,15-1,16-2,16-4~5,16-7,17-1,18-4~5,18-7,18-9~10, 

18-12) 

２５イ               ２６ハ  

(5-2,6-1~2,7-1~2,8-1,9-1)    (8-2)    

２７ニ 

 (10-1,11-1,13-1,14-1,15-1,16-1,25-1,53-1) 

２７ホ                        ２８イ 

(1-1,6-3,13-1~2,14-2,19-1~2,20-1)    (10-1~2,11-1,12-1) 

３０ロ              ４０イ       ４２ロ 

(20-1,20-3,22-2,24-2)    (10-3,12-1~2)    (9-1,9-6,10-1) 

４３イ  

(18-9,18-11,24-5,26-1,76-1)   

４４ロ 

(1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,8-1~2,9-1,10-1,11-1,12-1,13-1,14-1,15-1, 

16-1,17-1,18-1,19-1,20-1~2,21-1,22-1~2,23-1~2,23-4,23-6,24-1, 

28-2~3,28-5,28-8~11,28-13~17,28-21~22,28-24,29-1,31-1,32-1, 

43-1,44-1,45-1,46-1,47-1,48-1,49-1,50-1,51-1~3,52-1~2,53-1~2, 

54-1,55-1~2,56-1,57-1,59-1,60-1~2,61-1~2,62-1,63-1~3,64-1~3, 

65-1~2,66-1~2,67-1~2,68-1,69-1,70-1~2,71-2~4,72-1~2,73-1~5, 

74-1,75-1~2,76-1,76-3,77-1~3,78-1~3,79-1~3,80-1,81-1,82-1,83-1, 

388.43 
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84-1~2,85-1,86-1,87-1,88-2,89-1,91-1~2,92-1,93-1~2,94-1~3, 

95-1~2,96-1~2,97-1~2,98-1~2,99-1~2,100-1~2,101-1,102-1,103-1~2, 

104-1,105-1~2,106-1,107-1~3,108-1~2,109-1~4,110-1,111-1~2, 

112-1~2,113-1,114-1~2,115-2,116-1~2,117-1,118-1~3,119-1~3, 

120-1,121-1~3,122-1~4,123-1,124-2,125-1~3,127-1,128-1,129-1, 

130-1~2,131-1~2,132-1~3,133-1~2,134-1~2,135-2~3,136-1,137-1~2, 

138-1,139-1,140-1,141-1~2,142-1,142-3~5,143-1,144-1~2,145-1~2, 

146-1~4,147-1,148-1~3,149-1,150-1~2,151-1~2,152-1,153-1~2, 

154-1,155-1,156-1,157-1~2,158-1,159-1~2,161-1~4,162-1,163-1~2, 

166-1,166-3,167-1,168-1,168-3~4,169-1~2,170-1~3,171-1~5, 

172-1~2,173-1~2,173-4,174-1,175-1,176-1~2,178-1~2,179-1,181-2, 

182-1,183-1,184-1,185-1,186-1,188-1,189-1,190-1,191-1,192-1, 

192-2,193-1,194-1,194-3~4,195-1,196-1,197-1,198-1,199-1, 

200-1~2,201-1~2,202-1~3,203-1,204-1,205-2,205-3,206-1~2,207-1, 

208-1,209-1,210-1,211-1,212-2,213-1,215-1,217-1~2,218-1,219-2, 

220-1,221-1,222-1,223-1~2,224-1) 

４５イ      ４５ロ               ４９イ  

(257-3)   (6-1~2,8-1~2,8-4)    (119-1~2,126-1) 

５２イ 

(1-1,2-1,4-4~5,10-5,15-1,16-2~3,19-3,19-7,22-1,24-1,26-1,30-5, 

31-1~2,32-1~2,39-2,40-1~2,40-4) 

５２ハ                    ５６イ 

(2-5~9,5-1~2,7-1,8-2)     (61-1,67-3,68-1,68-3,69-2,90-3,91-1) 

５７ハ                                          

(9-1,11-3,17-1,18-1,22-2,24-1,25-2,28-2,31-1,32-2,33-2)     

５８イ 

(3-1,4-1) 

５８ロ 

(1-1,2-1~2,2-5~6,3-1,3-5~8,3-10,3-12,3-15~16,4-1,5-4~5) 

６０イ 

(88-1,89-3,89-6,90-1,91-1,103-1~2,104-1,104-3~4,105-1,106-1, 

124-1~2,125-1~3,151-4~8,151-10,151-11,165-2,166-1~2,166-5~7, 

166-9~10,167-3,176-2,178-1,179-1) 

６０ロ 

(1-2,2-1~2,3-1~2,4-1,5-1,6-2,7-1,8-1,9-1,10-1,11-1,12-1,13-1, 

14-1~2,15-1,16-1,17-1,18-1,19-1~2,20-1,20-3,21-1,22-1,22-3, 

23-1~2,24-2,25-2~3,26-2,27-1,28-2,29-1,30-1~2,31-1,32-1,33-1, 

34-1,35-1,36-1,37-1,38-1,39-1,40-1,41-1,42-2,43-1,44-1,45-1, 
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47-1,48-2,50-2,51-2,52-2,53-1,54-1,55-1,56-1,57-2~3,58-1~2, 

60-1,61-1,63-1~2,64-1,65-1~2,66-1~2,67-1,68-1~2,69-1,70-1,71-1, 

72-1,73-1,74-1~2,75-1,76-3,77-3,78-1,79-1,80-1~2,81-1~2,82-1~2, 

83-1~2,84-1~2,85-1~2,86-1~2,87-1,88-1,91-1,93-2,94-1,95-1,96-1, 

97-1,98-1,99-1,100-1,101-1,102-1,103-1,104-1,105-1~2,106-1, 

107-1,108-1,109-1~2,110-1,111-1,112-1,113-1,114-1,115-1,116-1, 

117-1,118-1,119-1,120-1~2,121-1~2,122-1,123-1,124-1,125-1, 

126-1,127-1,128-1,129-1,130-2,131-2,132-1,133-1,134-1, 

135-2,136-1,137-1,138-1,139-1,140-1,141-1,142-1~2,143-1~2,144-1) 

６２イ 

(4-1,4-5,6-2,7-3,7-6,7-8~10,11-1) 

６２ロ 

(21-1,22-1,23-1~2,57-2,59-2,59-4,60-1~2,62-1,63-1,64-1,65-1, 

115-1,116-1,117-1) 

６３ロ 

(364-4,404-4,405-1,406-2,414-1) 

６５イ 

(58-1,58-3,58-6,58-9~10,59-1,69-2,71-1,74-1) 

択伐による複層林

施業 

【県立自然公園区域】 

35 イ  36 イ  50 イ 
114.39 

 

 

３ その他必要な事項 

（１）施業実施協定の締結の促進方法 

 該当なし 

 

（２）その他 

該当なし 
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第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

本村の森林の所有状況は、民有林 4,162ha のうち私有林 3,467haで民有林全体の 83％で所有者数

は 1,754 人である。所有者 1 人当たりの平均所有面積は 1.96ha で所有規模 5ha 以下の所有者数は

1,614人で全体の 92％を占めており、その保有形態は極めて零細である。 

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等については、施業集約化と長期施業受委託等に必

要な森林情報の提供及び助言・あっせんなどを推進し、長期にわたり持続的な経営を実現できる林

業経営体への委託を進める。その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、森林の土地の所有届

出制度の運用や固定資産課税台帳情報の適切な利用を通じて、得られた情報を林地台帳に反映する

などして、森林所有者情報の精度向上を図るとともに、その情報提供を促進する。あわせて、航空レ

ーザ測量等により整備した森林資源情報の公開を促進し、面的な集約化を進める。このほか、施業

集約化等を担う森林施業プランナーの育成を進める。 

これらの取組に加え、森林経営管理制度の活用により経営管理の集積・集約化を進める。具体的

には、意欲ある森林組合等の林業事業体への施業等の集約化を図るため、森林組合等による施業の

長期受委託を促進するものとする。その際、長期的な施業受委託が円滑に進むよう、森林所有者等

への情報提供と施業方法やコストを明示する提案型施業の普及及び定着を促進するものとする。 

併せて、今後間伐等の適切な整備及び保全や施業の受委託を推進するための条件整備として、境

界の整備等により適切な森林管理を進めるものとする。 

 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

森林の経営の受委託等を担う森林組合や林業事業体の育成を図り、不在村森林所有者を含めた森

林所有者への働きかけや、施業の集約化に取組む者に対する長期の施業の受委託などに必要な情報

の提供や助言、あっせんや市町村及び森林組合等による地域協議会の開催等による合意形成を図る

ものとする。 

 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

不在村森林所有者も含め、今後森林整備の必要性や林業に関する理解等啓発普及活動を積極的に

図り、適正な森林施業の確保と森林組合等による施業の受託を推進し安定的事業量の確保に努める

ものとする。 

 

４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

 森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことを

いう。以下に同じ。）を森林所有者自らが実行できない場合には、経営管理の委託を受け、林業経営

に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、再委託できない森林

及び再委託に至るまでの間の森林については経営管理を実施する森林経営管理制度の活用をする。 

 

５ その他必要な事項 

該当なし 
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第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

村・森林組合が中心となり大字界または天然地形等によって区画される流域を単位とした、森林

の集約化が可能な地域に対しての啓発普及活動の促進等により、森林施業を共同化して行うための

森林所有者間の合意形成に努めるとともに、森林所有者や森林組合等の施業の共同化を推進するも

のとする。 

 また、不在村森林所有者も含め、今後森林整備の必要性や林業に関する理解等啓発普及活動を積

極的に図り、適正な森林施業の確保と森林組合等による施業の受託を推進し安定的事業量の確保に

努めるものとする。 

 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

森林施業を計画的・合理的に推進していくために森林施業共同化重点的実施地区を設定する。そ

の区域は、森林組合受託が容易な範囲とする。また、集約化施業を図るため啓発普及活動を強め森

林経営計画を推進する。実施については、実施主体を森林組合とし森林所有者の意向を十分反映さ

せるとともに団地内森林所有者間の連帯意識の向上を図る。不在村者の参加は森林整備の啓発普及

活動を行いながら施業への理解、協力、参加を呼びかけ施業協定等の締結を推進するものとする。 

そのため、森林施業共同化重点的実施地区において、施業実施協定の締結を促進し、高密作業路

網の早期かつ計画的な整備、造林、保育及び間伐等の森林施業を森林組合への委託等により、計画

的かつ効率的な森林施業を推進するものとする。 

 森林施業の共同実施、作業路網の維持運営等を内容とする施業実施協定の締結等により、森林所

有者等の共同による施業の確実な実施を促進する。 

 

３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

 森林所有者等が共同して森林施業を実施する場合には、下記に留意して施業を実施するものとす

る。 

 

 ア 森林経営計画を共同で作成する者（以下共同作成者という。）全員により各年度の当初等に年 

次別の詳細な実施計画を作成して代表者等による実施管理を行うこととし、間伐を中心とし

て施業は可能な限り共同で又は意欲ある林業事業体への共同委託により実施すること。 

イ 作業路網その他の施設の維持運営は共同作成者の共同により実施すること。 

ウ 共同作成者の一が施業等の共同化につき遵守しないことにより、その他の者に対して不利益 

をもたらさないように予め共同作成者個々の責務等を明らかにする。 

エ 共同作成者の合意の下、施業実施協定の締結に努めること。 

 

４ その他必要な事項 

   なし 
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第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

（１）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム等 

林道等路網の開設については、森林の整備及び保全、木材の生産及び流通を効果的かつ効率的

に実施するため、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に

配慮しつつ推進する。その際、高性能林業機械開発の進展状況等も考慮しながら、傾斜区分と導入

を図る作業システムに応じた目指すべき路網整備の水準を踏まえつつ、林道（林業専用道含む。）

及び森林作業道を適切に組み合わせて整備（既設路網の改良含む。）する。 

また、林道の整備に当たっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じ林業専用道を導入するな

ど、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、自然条件や車道や集落からの距離等とい

った社会的条件が良好で、将来にわたり育成単層林として維持する森林を主体に、効率的な施業

や木材の大量輸送等への対応の視点を踏まえ推進する。特に林道の開設については、災害の激甚

化や走行車両の大型化、未利用材の収集運搬の効率化に対応し、河川沿いを避けた尾根寄りの線

形選択、余裕のある幅員や土場等の適切な設置、排水施設の適切な設置等を推進する。また、既設

林道の改築・改良については、走行車両の大型化等に対応できるよう、曲線部の拡幅や排水施設の

機能強化など質的な向上を図る。 

林道や林業専用道、森林作業道等車両や林業機械が走行する路網について、効率的な森林施業 

を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網を整備し、路網と高性能林業機械を組 

み合わせた低コストで、効率的な作業システムを構築するものとする。 

なお、路網密度の目標は、次表のとおりとする。 

 

【表７ 傾斜区分別の路網密度と作業システム】 

区分 作業システム 

路網密度（m/ha） 

 基幹路網 

緩傾斜地 

（0°～15°以下） 
車両系作業システム 110以上 35以上 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系作業システム 85以上 25以上 

架線系作業システム 25以上 25以上 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系作業システム 60〈50〉以上 15以上 

架線系作業システム 20〈15〉以上 15以上 



 

- 29 - 

急峻地 

（35°超） 
架線系作業システム 5以上 5以上 

 

※注 1 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しな

がら木材を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活用するものとする。 

※注 2 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた運搬器等を移動させて木材を吊り上

げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用するものとする。 

※注 3 「急傾斜地」の〈〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度で

ある。 
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２ 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

 

【表８】 

路網整備等推進区域 
面積

（ha） 
開設予定路線 

開設予定延長 

（ｍ） 

対図 

番号 
備考 

58 ロ 63.60 - - - - 

11 イ 40.97 - - - - 

3 イ 64.56 - - - - 

計 169.13  -   

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

 

（１）基幹路網に関する事項 

  ア 基幹路網の作設に係る留意点 

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の林道の整備を図る観点等林道

規程（昭和 48 年 4 月 1 日付け 48 林野道第 107 号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針

（平成 22 年 9 月 24 日付け 22 林整整第 602 号林野庁長官通知）を基本として、山形県森

林作業道作設指針（平成 23 年 3 月 24 日制定）に則り開設する。 

  イ 基幹路網の整備計画 

戸沢村に関する基幹路網について、地域森林計画に記載されている林道を含む基幹路網

の開設・拡張に関する計画について転記等するとともに別に定めるところにより図示する。 

 

【表９】 

開設/ 

拡張 

種

類 
区分 

位置 

（字、及び林

班） 

路線名 

延長 

及び 

箇所数 

利用区域

面積 

前半５ヶ

年の計画

箇所 

対図

番号 
備考 

拡張 
自

動

車

道 

 

戸沢村 西山線 
5.6 

２ 
355  

 
局部 

拡張 戸沢村 古口線 
3.4 

２ 

 

316 
 

 
局部 

拡張 戸沢村 
市の沢

線 

0.5 

２ 
256  

 
局部 

計 
自動車道 

３ 
  

9.5 

６ 
927ha 箇所   

※注 1 開設拡張別に口座を設けて記載し、延長及び箇所数を集計するとともに、開設に当たっては総数を記載する。 

※注 2 拡張に当たっては、舗装又は改良の内容を（ ）を付して併記する。 

※注 3 区分欄には林業専用道の開設等の場合その旨を記載する。 

※注 4 支線及び分線については、同一欄にまとめて記載できるものとし、その場合、路線名には主たる支線名等他「○○

1 

 

２ 

 

３ 

 



 

- 31 - 

支線也」と記載するとともに、備考欄には支線名及び分線名を記載することとする。 

※注 5 利用区域の面積は、当該開設路線の利用対象となる地域の数量である。 

※注 6 路線の起点と終点を記載する必要のある場合は、備考欄に記載する。 

 

  ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 林整整第 885 号林野庁長

官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。 

 

（２）細部路網の整備に関する事項 

  ア 細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道の開設について、基幹路網との関連の考え方や丈夫で

簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から森林作業道作設指針（平成 22年 11月 17日

付け 22林整整第 656号林野庁長官通知）を基本として、都道府県が定める森林作業道作設

指針に則り開設する。 

  イ 細部路網の維持管理に関する事項 

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14年 3月 29日付け 13林整整第 885号林野庁長 

官通知）、「民有林林道台帳について」（平成 8 年 5 月 16 日付け 8 林野基第 158 号林野庁長

官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。 

 

４ その他必要な事項 

（１）上記の他、山土場、機械の保管庫、土捨場等木材の合理的な搬出を行うために必要とされてい

る施設の整備等その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項について次表に記載する。 

 

【表１０】 

施設の種類 位置 規模 対図番号   番号 

該当なし 

※注 1 施設の種類欄は、木材等の合理的な搬出等を行うために必要とされる施設（山土場、機械保管庫、土捨場等）の名

称を記載する。 

※注 2 対図番号欄は、一連の番号を記載する。 

 

（２） 国有林が隣接している地域などについては、民有林・国有林間で連絡調整を図りつつ、

効率的な路網整備を進めていくこととする。 

 

（３） 林産物の搬出方法等 

    ａ 林産物の搬出方法 

林産物の搬出については、森林の更新及び森林の土地の保全への影響を極力抑えつつ、 

効率性を確保するよう、傾斜等の地形、地質、土壌の条件に応じた適切な方法により行う。 

特に、制限林以外の森林であって、地形、地質、土壌等の関係から判断して搬出方法を特



 

- 32 - 

定しなければ土砂の流出又は崩壊等を引き起こす恐れがあり、森林の更新に支障を生ずると認

められる森林での搬出方法は、地表の損傷を極力避けるため、ウインチ等による集材を採用す

ることにより、重機械類の林内走行を極力控え、集材等についても既存路網の使用を主体に路

網の新設を最小限にとどめることとする。 

  ｂ 更新を確保するための林産物の搬出方法を特定すべき森林の所在及びその搬出方法 

    該当なし。 
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第８ その他必要な事項 

 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

本村の林業経営は経営規模が零細なことと保育が必要な若齢林が多くを占めていることから、農

業との複合経営が大部分を占めている。また、林業就業者は他産業への流出によって減少し高齢化

の傾向にある。 

このような現状から、今後の林業の発展を図るため、県、村、森林組合等が一体となって地域林業

の担い手としての若者の育成強化に努める。そのために各種林業施策を積極的に導入し事業の企画

実施を通して地域との連携を深め、情報の提供や収集・各種研修会等を実施し林業従事者の育成を

図るとともに、地域の実態に応じた林業への新規参入・起業など林業従事者の据野の拡大、女性等

の活躍・定着、外国人材への適正な受入れ等に取り組む。 

また、森林施業の中核的役割を果たす森林組合をはじめとする林業事業体の経営体質の強化を図

り、労働生産性の向上を図るとともに、それらに従事する者の質的向上に努め、労働環境の整備を

推進し、特用林産物の導入を図り林家の経営安定と担い手育成に努める。 

 

（１）林業労働者の育成 

林業従事者の就労状況は、季節的制約が大きく間断的で農業との兼業労働が多いこともあり、

年間就労日数も少なく通年雇用や安定化が強く求められている。そのため山形県林業従事者育成

基金等を活用しながら雇用関係を近代化し社会保険への加入促進を図ることや、事業体の安全管

理体制の強化等による労働安全衛生の確保、更に林業従事者に対する各種研修会や講習会への参

加を推進し技術の向上に努め資格等の取得を推進する。 

また、森林組合を地域林業の中心として各種事業に積極的な参加を促し、林業後継者の育成を

図る。そのために、県・村・森林組合が一体となった指導体制の確保を図るとともに、地域リーダ

ーによる後継者の指導を行う。 

 

（２）林業後継者の育成 

林業の担い手となる後継者に、意欲をもたせる環境づくりを推進するために育林技術の普及・

指導を図り林業研究サークルの組織化・養成や地域中核リーダーの育成を図る。そのために各種

研修会・講習会等を開催していく。 

また、後継者が安定した林業経営を維持できるよう各種補助事業を導入し、特用林産物の生産

による複合経営の導入を図る。 

 

○活動拠点施設の整備 

  該当なし 

    

（３）林業事業体の体質強化方策 

森林組合を育成強化するため、地域が一体となって安定的事業量の確保に努めるとともに、経

営の多角化、協力化等による組織・経営基盤の強化等を最上公益の森づくり協議会等を中心とし
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て推進を図るものとする。 

  また、林業労働者（労務班）の減少と高齢化、量的、質的低下に対応するため技術基準の高い専

門労働者を養成し確保するとともに、雇用の長期化・安定化等就労条件の改善に努める。 

 

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

  地形、経営形態等地域の特性に応じた施行すべき機械作業システムの目標は次のとおりとする。 

（１）林業機械化の促進方向  

  本地域の地形等の条件を勘案し、生産性の向上と林業労働条件等の整備のため、高性能機械を

導入し、新作業システム、機械の共同利用システムを検討する。 

  本村における林業機械の配備状況を見ると、チェーンソー、刈払機等の小型軽量機械が主であ

るため、まだまだ人力に依存する割合が高いのが現状である。 

  このような中で、重筋労働の軽減による将来的な林業就労者の確保を図るとともに、作業の安

全を図りつつ、生産性向上による低コスト林業を実現し、来るべき国産材時代に対応するために

は、手持ち機械による作業体系から、高性能機械の導入による新作業システムが必要となってい

る。 

 

（２）高性能機械を主体とする林業機械の導入目標 

  林業機械の促進方策を踏まえ、高性能を主体とする林業機械の導入目標を次表に示すとおり設

定する。 

 

【表１１ 傾斜区分別の路網密度と高性能林業機械の組み合わせ】 

傾斜区分 作業 

システム 

機械 

クラス 

路網密度 

(m/ha) 

作業システムの例 

伐木 集材 造材 積込 搬出 

緩傾斜地 

(0°～25°以下) 車両系 

0.25 級 

～ 

0.45 級 

概ね 

100 

以上 

チェーンソ

ー又は 

ハーベスタ 

グラップル

又は 

ハーベスタ 

プロセッ

サ又はハ

ーベスタ 

フォワー

ダ又はグ

ラップル 

フォワー

ダ 

中傾斜地 

(26°～30°以下) 

車両系 

架線系 

0.25 級 

～ 

0.45 級 

概ね 

100 

以上 

チェーンソ

ー又は 

ハーベスタ 

グラップル

又は 

ハーベスタ 

プロセッ

サ又はハ

ーベスタ 

フォワー

ダ又はグ

ラップル 

フォワー

ダ 

急傾斜地 

(31°～35°以下) 

車両系 

架線系 

0.25 級 

～ 

0.45 級 

概ね 

30 

以上 

チェーン

ソー 

スイングヤ

ーダ又はタ

ワーヤーダ 

プロセッ

サ又はハ

ーベスタ 

フォワー

ダ又はグ

ラップル 

フォワー

ダ 

急峻地 

(35°超) 架線系 0.20 級 

概ね 

30 

以上 

チェーン

ソー 

スイングヤ

ーダ又はタ

ワーヤーダ 

プロセッ

サ又はハ

ーベスタ 

フォワー

ダ又はグ

ラップル 

フォワー

ダ 

※注 1 参考：山形県森林作業道作設指針（H23.3.24 制定）引用 

※注 2 ハーベスタ：伐採、枝払い、玉切りから集材までを一貫して行う機械 

※注 3 プロセッサ：土場で全幹集材した材の枝払い、玉切りを専用に行う機械 
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※注 4 フォワーダ：玉切りした短幹材を荷台に積んで運ぶクレーン付きの集材専用車両 

※注 5 スイングヤーダ：主索を用いない簡易索張方式に対応し、バックホウ等を台車として、そのアームをタワーとし

て使用する機械 

※注 6 タワーヤーダ：架線集材できる人工支柱を装備した移動可能な集材機 

 

（３）林業機械化の促進方策  

当村における林家の経営規模は極めて零細で、かつ急峻な山林が多い本村においては、効率的な

稼働を阻害する条件も存在している。したがって、地形的、経済的、社会的な“制約”がある中での

機械化の推進については、今後新たに開発されるものを含めて、高性能機械の導入を図り、効率的

な機械化施業を推進する。 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

本村は、今後育成された森林資源をいかに活性化し市場化を図っていくかが大きな課題である。

このため、本村としては、生産体制の整備を図るとともに、製材工場の近代化を推進しながら、来る

べく国産材時代に対応する体制整備を図る。具体的には、地域における木材の需要や森林資源の保

続を確保する取組の実施状況も踏まえて、木材加工流通施設の高効率化、規模拡大、工務店等との

連携による特色ある取組等を通じ、建築、土木、製紙、エネルギー等の多様な分野における需要者の

ニーズに即した品質や強度性能の明確な木材製品を低コストで安定的に供給し得る体制の整備の推

進に努める。また、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材

が合法性確認木材となるよう、令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び促進に関する法律

（平成２８年法律第４８号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性確

認木材等の取扱数量の増加等の取り組みを着実に進める。 

森林所有者が極めて零細である本村においては、特用林産物として、きのこ類山菜類等が生産さ

れており、特用林産物の振興は農業複合経営の一環として農・林家労働力の効率的活用と所得の確

保を図るうえで極めて重要な役割を果たしている。 

このため、他計画との調整を図りながら、立地条件、自然条件等に即した産地形成を図るべく、組

織の育成や流通販売等の整備を進め、需要の拡大を図っていくものとする。 

    

【表１２ 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画】 

施設の種類 
現状（参考） 計画 

備考 
位置 対図番号 位置 規模 対図番号 

加工場 
本郷 

野口 
１ 

該当

なし 
   

しいたけ 

栽培施設 

蔵岡 

上野 
２ 〃    

なめこ 

容器栽培施設 
神田 ３ 〃    
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菌床しいたけ

栽培 

杉沢 

名高 
４ 〃    

※注 1 施設の種類欄には、生産施設については、ほだ場、山菜園等の、流通施設については、原木市場、貯木場等の、加

工施設については、製材工場、木材チップ製造工場、木製品製造工場、山菜加工施設等の、販売施設については、

展示場、木製品の販売等の名称を記載する 

※注 2 位置欄には、集落名を記載 

※注 3 規模欄には、年間生産量等を記載 

※注 4 対図番号には、△１から一連の番号を記載 
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Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

（１） 区域の設定 

該当なし 

（２） 鳥獣害の防止の方法 

該当なし 

 

 ２ その他必要な事項 

該当なし 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

 １ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

 （１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

    森林病害虫等の被害対策について、松くい虫やスギ穿孔性害虫等の森林病害虫被害に対し

て抵抗性の高い森林の整備を図るため、適時適切な除間伐の実施、広葉樹や針広混交林の造

成等を行うとともに、森林所有者や地域住民等の理解と防除活動への協力、参加が得られる

よう普及啓発に努めるものとする。 

 （２）その他 

    森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び薬剤等による早期駆除等に向け、県や

関係機関、森林組合、森林所有者等の連携による被害対策や被害監視から防除実行までの地

域の体制づくりを行うものとする。 

 

 ２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

    鳥獣被害防止森林区域外における野生鳥獣による森林被害対策については、鳥獣保護管理

施策や農業被害対策との連携を図りつつ、森林被害の把握に努め、関係機関と連携して広域

的な対策を総合的かつ効果的に推進するものとする。 

   また、野生鳥獣との共存にも配慮し、適時適切な除間伐の実施、広葉樹や針広混交林等の多

様な森林の維持造成を図るとともに、野生鳥獣と地域住民の棲み分けに配慮した緩衝帯の整

備等を促進するとともに、被害状況を踏まえながら、防護柵の設置等による被害対策を実施

する。 

３ 林野火災の予防の方法 

    山火事等の森林被害を未然に防止するため、森林巡視、山火事警備等を適時適切に実施す

るものとする。 

また、山火事等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図るとともに、防止

線、防火樹帯等の整備を推進するものとする。  
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４ 森林病害虫の防除乙のため火入れを実施する場合の留意事項 

 1団地における 1回の火入れの対象面積は、2haを超えないものとする。ただし対象面積が 2haを

超える場合は、火入れ地を 2ha 以下に区画し、その 1 区画に火入れを行い、完全に消化したことを

確認してから次の火入れを行うこととする。 

また、山林火災の未然防止のため、「戸沢村火入れに関する条例（昭和 59年 9月 28日 条例第 17

号）」に従うこととする。 

 

５ その他必要な事項 

（１）病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

 

【病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林】 

森林の所在 伐採を促進すべき理由 備考 

該当なし 

病害虫の蔓延のため、緊急に伐採駆除等の必要

が生じた場合については、ここに定める森林以

外の森林であっても、村長の判断により伐採等

を推進する。 

 

（２）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

 

 ア 土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立っ        

  て森林の適正な保全と利用との調整を図ることとする。 

 イ 地域における飲用水等の水源として依存度の高い森林、良好な自然環境を形成する森林等安 

    全で潤いのある居住環境の保全及び形成に重要な役割を果たしている森林の他用途への転用は、 

    極力避けることとする。 

 ウ 土石の切取り、盛土等を行う場合には、気象、地形、地質等の自然条件、地域における土地 

  利用及び森林の現況、土地の形質変更の目的及び内容を総合的に勘案し、実施地区の選定を適 

  切に行うこととする。 

 エ 土砂の流出又は崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の確保、環境 

  の保全に支障を来すことのないよう、その態様等に応じ、法面の緑化、土留工等の防災施設及 

  び貯水池等の設置並びに環境の保全等のための森林の適正な配置等適切な措置を講ずることと 

  する。 

 オ 太陽光発電施設など大規模な施設を設置する場合においては、雨水の浸透能や流出量、景観 

  等に及ぼす影響が大きいことから、許可が必要とされる面積規模の引下げや、適切な防災施設

の設置、森林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適正な運用を行うとともに、

地域住民の理解に配慮することとする。 

   加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律

第 191 号）に基づき、都道府県知事が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部等の集

水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準を
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遵守させるなど、制度を厳密に運用することとする。 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 森林の保健機能の増進を図るために次に掲げる森林について、適切な施業と施設の整備を一体と

して推進するものとする。 

１ 保健機能森林の区域 

 保健機能森林は、湖沼、渓谷等一体となって優れた自然美を構成している森林等保健機能の高い

森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、その森林の存する地域の実績、その森林の利用者の意

向などからみて、森林の保健機能の増進を図るために整備することが適当であり、且つ、その森林

施業の担い手が存在するとともに、森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設定

することとする。 

地域森林計画において保健文化機能を高度に発揮させる必要のある森林とされている森林等であ

って、森林施業と森林保健施設の整備を一体的に行うことが適当と認められるものを定めるものと

し、区域の設定にあたっては、森林所有者の意向、地域の実情、利用者の動向、森林施業の担い手と

なる森林組合の存在等を勘案する。 

また、当該保健機能森林の区域は、字及び地番並びに林班及び小班により明確に表示するものと

する。なお、備考欄には、制限林の種類別面積を記載する。  

 

【表１３ 保健機能森林の区域】 

森林の所在 森林の林種別面積（ha） 備考 

位置 林小班 合計 人工林 天然林 
無立

木地 
竹林 その他 

 【最上川県立自然公園】 

柏沢・沓喰・泡ノ滝・高屋 

土湯・漆沢・外川内・板敷 

35 イ 

36 イ 

50 イ 

114.39 85.1 15.37 13.39 0.53 - 

 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法 

択伐による施業、特定広葉樹の育成を行う施業等の皆伐以外の方法を原則とし、優れた風致・景

観の維持、裸地化の会費による森林の有する公益的機能増進等を旨として定める。また、造林、保

育、伐採その他の施業に区分し、それぞれの望ましい施業の方法、施業を実施する上での留意事項

について定める。 

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、施設の設置に伴う森林

の有する水資源のかん養、国土保全等の機能の低下を補完するため、自然環境の保全及び森林の有

する諸機能の保全に配慮しつつ、択伐施業、広葉樹育成施業等多様な施業を森林の特色を踏まえて

積極的に実施するものとする。 

また、利用者が快適に散策等を行えるよう、適度な林内照度の維持や快適な森林環境の維持及び

利用の利便性にも配慮し、間伐、除伐等の保育を積極的に行うものとする。 
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【造林、保育、伐採その他及び施業の方法】 

施業の区分 施業の方法 

択伐による複層林施業 Ⅱ－第１－２（２）に準ずる。 

 

３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備 

（１）森林保健施設の整備 

施設の整備に当たっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、地域の

実状、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うものとする。 

また、対象森林を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達したときに期待され

る樹高。すでに標準伐期齢に達している立木にあってはその樹高。）を定めるものとする。 

 

【森林保健施設の整備】 

施設の整備 該当なし 

※注 1 施設の整備欄には、①整備することが望ましいと考えられる主な森林保健施設（管理施設、キャンプ場、林間広

場、遊歩道等） 

②森林保健施設の整備及び維持運営に当たっての留意事項に区分して記載。 

 

（２）立木の期待平均樹高 

【立木の期待平均樹高】 

樹種 期待平均樹高（ｍ） 備考 

設定なし  

※注 1 備考欄には、必要に応じ、期待平均樹高を踏まえた施設の整備を行うに当たっての留意事項等を記載する。 

 

４ その他必要な事項 

 該当なし 
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Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

 （１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画の作成に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。 

ア Ⅱの第 2の 3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽 

イ Ⅱの第 4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

ウ Ⅱの第 5 の 3 の森林の施業又は経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの

第 6の 3の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

   エ Ⅲの森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他森林の保護に関する事項 

 

（２）森林法施行規則第 33条第 1項ロの規定に基づく区域 

   村内のほぼ中央を一級河川最上川が横断すること、またその最上川左岸地域の中央

を一級河川角川が流れる地形的特性からみて、北区域・南東区域・南西区域の 3 区域を造

林・保育・伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行なうことができると認められる区

域とした。森林法施行規則第 33条第 1号ロの規定に基づく区域について、次のとおり定め

るものとする。 

 

区域名 林班 区域面積(ha) 

北区域 
35,36,37,38,39,40,50 ｲ(7-1),51 ｲ(32-1,51-1), 

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 
1,318.93 

南東区域 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

,33,34,41,42,43,44,45,46 
1,655.76 

南西区域 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,47,48,49,50,51 1,189.05 

合計  4,162.85 

 

２ 生活環境の整備に関する事項 

【生活環境施設の整備計画】 

施設の種類 位置 規模 対図番号 備考 

該当なし   

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

 該当なし 

 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

本村には、県自然公園内にある「天然スギ」（通称“山ノ内杉”）や、今神山自然環境保全地域等、

他に誇れる森林資源が多く、これらの恵まれた森林資源の活用については、その保全に充分留意を

払いながらも積極的に進めていく。 
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 具体的には、村総合計画において①森林資源の整備及び林業基盤の整備 ②林業振興体制の整備

確立 ③特用林産物の生産加工体制の確立 ④森林組合の利用促進 についてそれぞれ推進する。 

 さらに、森をつくることが川や海の環境を守り災害を防止することから、水源の山づくりを進め

なくてはならない。 

 最上川県立自然公園一帯の豊かな自然景観を利用した整備計画や今神山周辺の開発計画等、山ノ

内杉の学術文化財構想などもあることから、最上川舟下り等の観光と結びつけ、体験型の野外活動

ができるよう、既設施設の充実を図るとともに、新たな需要に対応できるよう各種施設の整備を図

り、森林のもつ多面的な機能を最大限に活用し地域の活性化につなげていく。 

 

【表１４ 森林の総合利用施設の整備計画】 

施設の種類 
現状（参考） 将来 

対図番号 
位置 規模 位置 規模 

幻想の森 土湯 土湯杉群生地 －  

 

1 

 

東北自然歩道 

(歴史の道) 

古口～草薙～高屋 

（沓喰～外川） 

18.7㎞ 

（遊歩道３㎞） 
－  

 

２ 

 

自然環境保全地域巡視歩道 今神山 遊歩道 12㎞ －  

 

３ 

 

黒杉 高屋 巨木 －  

 

４ 

 

大杉 長倉 巨木 －  

 

５ 

 

  

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

（１）地域住民参加による取組に関する事項 

   村内の中学校を対象に、森林の機能や林業の役割に関する知識の普及等を目的とし、森林の大

切さ、自然とのふれあいの中で、自ら木を植え・育てるという体験を通して森林・林業の大切さを

理解させ、合わせて、ふるさとに愛着をもたせる意味で昭和 59年から実施した「とざわむら 2050

年の森」（教育の森）事業の保育を実施していく。 

 

 （２）上下流連携による取組に関する事項 

    特になし 

（３）その他 
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   特になし 

 

６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

森林経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことを

いう。以下に同じ。）を森林所有者自らが実行できない場合には、経営管理の委託を受け、林業経

営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、再委託できない

森林及び再委託に至るまでの間の森林については経営管理を実施する森林経営管理制度の活用を

する。 

 

７ その他必要な事項 

（１）保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法 

保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては当該制限に従って施業 

 を実施するものとする。 

 

（２）森林施業の技術及び知識の普及・指導に関する事項 

森林施業の円滑な実行確保を図るため、国・県等の指導機関及び森林組合との連携をより密に 

し、普及啓発・経営意欲の向上等に努めるものとする。 

 

（３）村有林の整備 

村有林（37ha）の整備に当たっては、村民の共有財産形成に資する。との基本方針のもとに、 

森林組合に保育・間伐等を委託し、森林施業計画等に基づいた適正な林分の維持培養を図るもの

とする。 

また、複層林施業等新たな森林施業の普及を図るため、モデル展示林的な役割も果たしていく

よう努める。 
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47
.7

52
.3

9.
5

4.
7

4.
8

(1
00

.0
)

48
.1

3
2
.2

61
5



２
　

土
地

利
用

（注
）

１
．

資
料

は
農

業
セ

ン
サ

ス
と

す
る

。
２

．
年

次
は

、
結

果
が

公
表

さ
れ

て
い

る
最

近
３

回
の

国
勢

調
査

年
次

と
す

る
。

３
．

「林
野

面
積

」に
つ

い
て

調
査

が
行

わ
れ

な
い

年
次

に
つ

い
て

は
空

欄
と

す
る

。
４

．
「草

地
面

積
」は

、
「永

年
牧

草
地

」「
採

草
地

」「
放

牧
地

」の
計

を
記

入
す

る
。

た
だ

し
、

「山
林

の
う

ち
採

草
地

、
放

牧
地

」
は

除
く
。

５
．

構
成

比
は

、
空

欄
の

な
い

最
近

年
次

に
つ

い
て

算
出

す
る

。

３
　

森
林

転
用

面
積

（注
）

１
．

資
料

は
農

林
業

セ
ン

サ
ス

と
す

る
。

※
20

10
年

世
界

農
林

業
セ

ン
サ

ス
か

ら
、

森
林

の
転

用
用

途
別

面
積

の
算

出
は

行
わ

な
く
な

り
ま

し
た

。
２

．
年

次
は

、
結

果
が

公
表

さ
れ

て
い

る
最

近
３

回
の

国
勢

調
査

年
次

と
す

る
。
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年
　

次
果

樹
園

茶
園

耕
　

　
地

　
　

面
　

　
積

実
数

（人
）

平
成

２
７

年
26

,5
29

1,
13

5

令
和

　
２

年
0

0

令
和

　
２

年
10

0.
0

4.
4

平
成

２
２

年
10

0.
0

5.
1

原
野

桑
園

計
森

林
草

地
面

積
樹

　
　

　
園

　
　

　
地

26
,5

72

0
3
,7

4
4

0
2
1
,6

5
0

2
1
,6

0
7

4
3

1
1

0

1,
17

8
1,

09
7

80
1

1,
06

2
72

3
,7

4
4

1
0

4.
1

2
1
,6

5
0

2
1
,6

0
7

4
3

0.
3

0.
0

0.
0

0.
0

0
.2

4.
6

0.
4

0.
0

0.
0

0
.0

0
.0

8
3
.1

8
2
.9

0
.2

1
4
.1

0
.0

0
.0

8
1
.5

8
1
.3

1
8

ｈ
ａ

1

そ
の

他 3
ｈ

ａ
4
8

ｈ
ａ

昭
和

５
５

年

平
成

１
２

年

ｈ
ａ

1

平
成

　
２

年
49

12

69

宅
地

・別
荘

地
用

地
ゴ

ル
フ

場
・

レ
ジ

ャ
ー

用
地

農
用

地
公

共
用

地

ｈ
ａ

ｈ
ａ

3
7

ｈ
ａ

そ
の

他
面

積

年
　

次

0
0

0
2
1
,0

8
8

2
1
,0

3
4

5
4

2
,9

8
8

工
場

・事
業

場
用

地

林
野

面
積

総
数

平
成

２
２

年
25

,3
69

1,
29

3
1,

17
9

11
3

1
1

総
土

地
面

積
計

田
畑

構
成 比 （％
）

1
1
.8

平
成

２
７

年
10

0.
0

4.
3

4.
0

0.
3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
.2

1
4
.1

0
.0

0
.0

8
1
.6

8
1
.4



４
　

森
林

資
源

の
現

況
等

（１
）保

有
形

態
別

森
林

面
積

（注
）

１
．

国
有

林
に

つ
い

て
は

森
林

管
理

局
の

資
料

に
よ

り
、

民
有

林
に

つ
い

て
は

地
域

森
林

計
画

の
市

町
村

別
森

林
資

源
表

及
び

都
道

府
県

の
林

業
統

計
書

を
　

も
と

に
推

計
し

記
入

す
る

。
２

．
官

行
造

林
地

は
「国

有
林

」欄
に

、
県

行
造

林
地

等
「都

道
府

県
有

林
」欄

に
（　

　
　

）書
き

で
内

数
と

し
て

記
載

す
る

と
と

も
に

、
部

分
林

及
び

分
収

林
は

造
林

　
者

が
保

有
し

て
い

る
も

の
と

し
て

記
入

す
る

等
実

質
的

な
経

営
主

体
に

よ
り

区
分

し
て

記
入

す
る

。
　

学
校

林
は

市
町

村
有

林
と

す
る

。
３

．
私

有
林

に
は

、
社

寺
有

林
、

組
合

有
林

、
造

林
公

社
造

林
地

、
入

会
林

野
を

含
め

る
。

（２
）在

（市
町

村
）者

・不
在

（市
町

村
）者

別
私

有
林

面
積

（注
）

１
．

資
料

は
農

林
業

セ
ン

サ
ス

、
地

域
森

林
計

画
の

市
町

村
別

森
林

資
源

表
と

す
る

。
２

．
年

次
は

、
結

果
が

公
表

さ
れ

て
い

る
最

近
３

回
の

国
勢

調
査

年
次

と
す

る
。

３
．

構
成

比
は

、
不

在
（市

町
村

）者
面

積
の

県
内

、
県

外
比

率
と

す
る

。

森
林

整
備

法
人

42
6

2.
4

42
5

41
5

9
97

.6

78
.2 －

県
外

7
8

1
5
6

6
9

3
,1

9
7

平
成

　
１

２
　

年

3
,1

0
1

3
,0

7
0

24
5

4,
16

4
19

4,
00

1
2,

75
3

1
,2

4
7

6
6
.1
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－ 3 52

－
－

－

1.
1

24
4

公 有 林

独
立

行
政

法
人

都
道

府
県

有
林

市
町

村
有

林

財
産

区
有

林

15
.6

2,
12

4
私

有
林

－
－

－

3,
46

8

2
3
.5

年
次

私
有

林
合

計
計

県
内

在
（市

町
村

）者
所

有
面

積

5
0
9

平
成

　
　

２
　

年
1
8
.4

2
5
.7

平
成

　
　

２
　

年

平
成

　
２

２
　

年

7
2
1

9
8
3

7
9
0

7
9
0

1
0
0

8
1
.6

2
,2

6
5

保
有

形
態

22
,2

16
％

総
面

積

総
　

　
　

数

1
0
0

7
3
.0

国
有

林
18

,0
52

.7
7

81
.3

17
,2

51
4,

45
3.

2

実
数

（人
）

平
成

　
１

２
　

年
1
0
0

7
4
.3

構
成

比
（％

）
平

成
　

２
２

　
年

19
2

26
0.

1
26

22

面
積

（Ａ
）

比
率

計
人

工
林

（Ｂ
）

32
.4

％
ｈ

ａ
7,

20
7

立
木

地

10
0

天
然

林

ｈ
ａ

14
,0

45
ｈ

ａ
21

,2
52

ｈ
ａ

（
令

和
3

年
度

現
在

）

2
,2

8
0

1
5
.9

2
6
.7

3
1
.7

2
.4

5
.0

2
.2

61
.3

1,
18

3

人
工

林
率

（Ｂ
／

Ａ
）

－

8
2
7

2
,6

1
0

不
在

（市
町

村
）者

の
森

林
所

有
面

積

12
,7

97
.8

4
24

.7

－ －

3,
30

7

－

87
.9



（３
）　

民
有

林
の

齢
級

別
面

積
（
令

和
元

年
度

）

（
注

）
１

．
地

域
森

林
計

画
の

資
料

（
森

林
資

源
構

成
表

）
を

参
考

と
し

て
記

入
す

る
。

２
．

(無
立

木
地

)に
は

伐
採

跡
地

を
含

む

（４
）　

保
有

山
林

面
積

規
模

別
林

家
数

（
単

位
　

戸
数

：
戸

）

（
注

）
資

料
は

農
林

業
セ

ン
サ

ス
と

す
る

。

8
-

30
～

50
ｈ

ａ
5
0
～

1
0
0
ｈ

ａ

13
5

1
1

-

５
～

10
ｈ

ａ
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面
積

規
模

年
次

～
１

ｈ
ａ

１
～

５
ｈ

ａ

5
6
2

1
,6

6
4

天
然

林
1
,2

4
9

1
8

1
4

2
7
6

人
工

林
2
,7

5
3

0
2
4

2
2
7

（備
考

） 

10
～

20
hａ

2
5
4

1
,1

7
0

(無
立

木
地

)

1
6
0

(無
立

木
地

)

1
5
4

h
a

4
,1

6
2

1
8

2
5

2
3
1

2
7
8

6
1
6

2
,9

8
8

９
．

１
０

齢
級

１
１

齢
級

以
上

　
区

　
　

分 民
有

林
計

ha
ha

ha
ha

h
a

h
a

齢
 級

 別
総

数
１

・２
齢

級
３

・４
齢

級
５

・６
齢

級
７

・８
齢

級

林
家

数

総
数 3
1

1
4

5
0
0
ｈ

ａ
以

上
1
0
0
～

5
0
0
  

 ｈ
ａ

H
22

3

20
～

30
ｈ

ａ

1
1

3
3

-
2

-

総
数

５
０

０
ha

以
上

4

年
次

保
有

山
林

な
し

３
ha

未
満

３
～

５
ｈ

ａ
５

～
１

０
hａ

H
25

-
-

30
～

5
0
ｈ

ａ
２

０
～

30
ｈ

ａ
１

０
～

２
０

h
ａ

1
0
0
～

5
0
0
  

 ｈ
ａ



（５
）　

作
業

路
網

の
状

況

ア
　

基
幹

路
網

イ
　

細
部

路
網

- 48 -

基
幹

路
網

う
ち

林
業

専
用

道
－

－

区
分

路
線

数
延

長
(k

m
)

備
考

森
林

作
業

道
－

－
－

3
15

－

区
分

路
線

数
延

長
(k

m
)

備
考



５
　

計
画

期
間

内
に

お
い

て
間

伐
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
森

林
の

所
在

樹
種

林
齢

（注
）　

森
林

の
所

在
は

林
小

班
等

に
よ

り
表

示
す

る
。

森
林

の
所

在

- 49 -



６
　

市
町

村
に

お
け

る
林

業
の

位
置

付
け

（１
）産

業
別

総
生

産
額

（単
位

：百
万

円
）

(総
合

政
策

室
統

計
企

画
課

　
令

和
3
年

所
得

）

（２
）製

造
業

の
事

業
所

数
、

従
業

者
数

、
現

金
給

与
総

額
（令

和
５

年
）

（注
）

１
．

最
近

年
の

工
業

統
計

表
の

「市
町

村
編

」に
よ

る
。

２
．

製
造

業
に

は
、

林
業

が
含

ま
れ

な
い

。
３

．
木

材
・木

製
品

製
造

業
の

定
義

は
、

「産
業

分
類

」（
総

務
省

）に
よ

る
も

の
で

あ
り

、
製

材
業

、
合

板
製

造
業

者
等

が
含

ま
れ

る
。

７
　

林
業

関
係

の
就

業
状

況

合
計

1
0

0

森
林

管
理

署

製
材

業

生
産

森
林

組
合

素
材

生
産

業

区
分

組
合

・事
業

者
数

就
業

者
数

備
　

　
　

　
考

う
ち

作
業

員
数

森
林

組
合

1
（名

称
：　

最
上

広
域

森
林

組
合

）

×

Ｂ
　

　
／

　
　

Ａ
0.

00
％

×
％

×
％
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う
ち

木
材

・木
製

品
製

造
業

（Ｂ
）

×

事
業

所
数

従
業

者
数

（人
）

現
金

給
与

総
額

(万
円

）

全
製

造
業

（Ａ
）

15
17

5
42

,0
83

（
令

和
６

年
１

２
月

現
在

）

総
生

産
額

（Ａ
）

10
,5

80
（
注

）
　

都
道

府
県

別
産

業
別

総
生

産

（Ｂ
）

84
　

報
」
に

記
載

さ
れ

て
い

る
。

第
２

次
産

業
2,

4
09

　
  
 こ

れ
に

準
ず

る
方

法
に

よ
り

算
定

う
ち

　
木

材
・木

製
品

製
造

業
　

（Ｃ
）

―
　

さ
れ

る
市

町
村

別
の

数
値

を
記

載

内 訳

第
１

次
産

業
6
60

　
額

は
、

内
閣

府
「
県

民
経

済
計

算
年

う
ち

　
　

林
　

業
　

第
３

次
産

業
7,

4
19

　
す

る
。

　
　

　
　

　
　

Ｂ
　

　
＋

　
　

Ｃ
　

　
／

　
　

Ａ
0.

79
％



８
　

林
業

機
械

等
設

置
状

況

（注
）

１
．

林
業

機
械

等
の

種
類

は
適

宜
追

加
す

る
。

２
．

単
位

は
、

林
業

機
械

等
の

種
類

に
よ

り
適

宜
定

め
る

。

タ
ワ

ー
付

き
集

材
機

タ
ワ

ー
ヤ

ー
ダ

0

伐
倒

、
枝

払
、

玉
切

、
集

積
用

自
走

機

フ
ォ

ワ
ー

ダ
2

2
積

載
式

集
材

車
両

ハ
ー

ベ
ス

タ
1

1

牽
引

式
集

材
車

両
プ

ロ
セ

ッ
サ

・
グ

ラ
ッ

プ
ル

ソ
ー

1
1

枝
払

、
玉

切
、

集
積

用
自

走
機

ス
キ

ッ
ダ

0

フ
ェ

ラ
ー

バ
ン

チ
ャ

1
1

伐
倒

、
木

揃
用

の
自

走
式

＜
高

性
能

機
械

＞

0
計

1
0

1
0

0

グ
ラ

ッ
プ

ル
ク

レ
ー

ン
0

グ
ラ

ッ
プ

ル
式

の
ク

レ
ー

ン

皮
む

き
機

0

結
束

機
械

0
（製

品
の

結
束

）

オ
ー

ト
テ

ー
ブ

ル
0

送
材

車
0

（梁
等

を
挽

く
）

(下
地

材
、

造
作

材
を

挽
く
）

主
と

し
て

運
材

用
の

ト
ラ

ッ
ク

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
0

- 51 -

ト
ラ

ッ
ク

0

主
と

し
て

牽
引

式
集

材
用

動
力

枝
打

機
0

自
動

木
登

式

ホ
イ

ー
ル

ト
ラ

ク
タ

0

リ
モ

コ
ン

操
縦

に
よ

る
巻

上
げ

搬
器

運
材

車
1

1
林

内
作

業
車

自
走

式
搬

器
0

ホ
イ

ル
タ

イ
プ

ト
ラ

ッ
ク

0

ク
ロ

ー
ラ

ー
タ

イ
プ

ト
ラ

ッ
ク

0

ク
レ

ー
ン

付
ト

ラ
ッ

ク
0

シ
ョ

ベ
ル

型
掘

削
機

0

チ
ェ

ン
ソ

ー
0

刈
り

払
い

機
0

ジ
グ

ザ
グ

集
材

施
設

リ
モ

コ
ン

ウ
イ

ン
チ
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凡例
市町村界（ポリゴン）

林道

利用区域

作業道

林班（編成）

準林班（編成）

小班（編成）

水源涵養（編成）

災防土保（編成）

快適環境（編成）

保健文化（編成）

木材生産（編成）

その他（編成）

伐期延長（編成）

伐期延長 長伐期

複層林施業（編成）

複層林施業（択伐以外） 複層林施業（択伐）

特定広葉樹施業（編成）

鳥獣害防止森林区域（編成）

要間伐森林（編成）

一体整備区域（編成）

この森林計画図は、空中写真等の間接調査法により調査・作成しており、所有界、面積等土地に関する諸権利につい

て証明するものではない。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 平30情

複、第1541号）

戸沢村森林整備計画 ゾーニング図



戸沢村森林整備計画 施業区域図

凡例
市町村界（ポリゴン）

林道

利用区域

作業道

林班（編成）

準林班（編成）

小班（編成）

北区域

南東区域

南西区域

この森林計画図は、空中写真等の間接調査法により調査・作成しており、所有界、面積等土地に関する

諸権利について証明するものではない。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認

番号 平30情複、第1541号）



戸沢村森林整備計画 概要図

凡例
市町村界（ポリゴン）

林道

利用区域

作業道

林班（編成）

準林班（編成）

小班（編成）

その他 その他

人工林 竹林

天然林

この森林計画図は、空中写真等の間接調査法により調査・作成しており、所有界、面積等土地に関する

諸権利について証明するものではない。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認

番号 平30情複、第1541号）

加工場

しいたけ栽培施設

なめこ栽培施設

菌床しいたけ栽培

番号 名称区分

林産物の生産
（特用林産物）

流通・加工販売施設

施 設 一 覧 表

森林の総合利用施設

幻想の森

東北自然歩道

自然環境保全地域巡視歩道

黒杉

長倉の大杉

1

2

3

4

1

2

3

4

5

区分 番号 名称

西 山 線

古 口 線

市 の 沢 線

林　道

1

2

3

2

3

1

4

1
2

4

3

5

1

2

3

1

2



山形県戸沢村森林クラウド

あt戸沢村

戸沢村森林整備計画概要図（特に効率的な施業が可能な森林の区域）

凡例

市町村界（ポリゴン）

特に効率的な施業が可能な森林の区域



戸沢村森林整備計画概要図
（保安林・最上川県立自然公園・路網整備推進区域）

凡例
市町村界（ポリゴン）

林道

利用区域

作業道

林班（編成）

準林班（編成）

小班（編成）

保安林詳細

11 12

13 14

15 16

17 18

21 22

24 26

27 その他

最上川県立自然公園

路網整備等推進区域

この森林計画図は、空中写真等の間接調査法により調査・作成しており、所有界、面積等土地に関する

諸権利について証明するものではない。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認

番号 平30情複、第1541号）

水源涵養 土砂流出防備

土砂崩落防備 飛砂防備

防風 水害防備

雪崩防止 落石防止

魚つき 保健

風致

干害防備潮害防備


